
公共性または公益目的が認められない名誉毀損表現の不法行為責任免責の可否

79

一
　
問
題
の
所
在

　
㈠
　
問
題
の
所
在

　
㈡
　
本
稿
の
目
的
お
よ
び
構
成

二 

　
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
名
誉
毀
損
の
不
法
行
為
責
任
の
訴
訟
原
因
と

抗
弁

　
㈠
　
名
誉
毀
損
概
念

　
㈡
　
不
法
行
為
責
任
の
成
立
要
件
（
訴
訟
原
因
）
の
概
要

　
㈢
　
各
種
抗
弁
の
概
要

三 

　
条
件
付
免
責
特
権

―
特
権
が
保
護
す
る
「
利
益
」
の
側
面
に
着
目

し
て

　
㈠
　
条
件
付
免
責
特
権
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
の
種
類

　
㈡
　
条
件
付
免
責
特
権
が
濫
用
と
な
る
場
合

　
㈢ 

　
条
件
付
免
責
特
権
が
保
護
す
る
利
益
の
内
容
お
よ
び
保
護
の
要
件

の
整
理

四 

　
自
己
、
第
三
者
の
利
益
や
共
益
の
た
め
に
名
誉
毀
損
が
な
さ
れ
た
場

合
の
免
責
法
理
の
検
討

　
㈠
　
公
共
性
や
公
益
目
的
は
事
案
に
関
わ
ら
な
い
必
須
の
要
件
か

　
㈡
　
非
公
益
類
型
に
お
け
る
利
益
衡
量

　
㈢ 

　
自
己
、
第
三
者
の
利
益
や
共
益
の
た
め
に
名
誉
毀
損
が
な
さ
れ
た

場
合
の
不
法
行
為
の
免
責
要
件

　
㈣ 

　
非
公
益
類
型
へ
の
あ
て
は
め
と
他
の
法
律
構
成
に
よ
る
解
決
可
能

性

　
㈤
　
他
の
人
格
的
利
益
の
判
例
法
理
と
の
関
係

五
　
結
び
に
代
え
て

 

土

平

英

俊

公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
認
め
ら
れ
な
い
名
誉
毀
損
表
現
の

　
不
法
行
為
責
任
免
責
の
可
否



法学政治学論究　第133号（2022.6）

80

一
　
問
題
の
所
在

㈠
　
問
題
の
所
在

　
名
誉
毀
損
の
不
法
行
為
責
任
の
免
責
法
理
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
真
実
性
・
相
当
性
の
法（
1
）理」

は
、
事
実
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
に
関

し
て
、
表
現
行
為
が
人
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
違
法
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
行
為
が
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
に

係
り
、
そ
の
目
的
が
専
ら
公
益
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
て
、
摘
示
事
実
が
真
実
で
あ
る
か
ま
た
は
加
害
者
に
お
い
て
そ
の
事
実
を
真
実
と
信

ず
る
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
不
法
行
為
責
任
を
免
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
法
理
は
、
摘
示
事
実
が
「
公
共
の
利

害
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
（
公
共
性
）、
か
つ
表
現
行
為
に
「
専
ら
公
益
を
図
る
目
的
」（
公
益
目
的
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
件
と
し

て
い
る
た
め
、
公
共
の
利
害
に
関
わ
ら
な
い
事
実
の
摘
示
に
よ
っ
て
人
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
表
現
を
し
た
場
合
や
、
公
益
を
図

る
目
的
な
く
同
様
の
表
現
を
し
た
場
合
に
は
、
同
法
理
に
よ
る
免
責
は
受
け
ら
れ
な
い
。
公
共
性
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
刑
法

二
三
〇
条
の
二
第
三
項
に
定
め
る
「
公
務
員
又
は
公
選
に
よ
る
公
務
員
の
候
補
者
に
関
す
る
事
実
」
に
限
定
し
て
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、「
市
民
自
治
の
た
め
知
る
必
要
が
あ
る
事（
2
）実」
で
あ
る
と
か
、「
民
主
主
義
社
会
の
構
成
員
と
し
て
通
常
関
心
を
も
つ
で
あ
ろ
う

事（
3
）柄」

な
ど
と
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、
公
共
性
要
件
を
緩
や
か
に
解
す
る
こ
と
で
同
要
件
該
当
性
を
ク
リ
ア
し
得
る
ケ
ー
ス
は
あ
り
得
る

も
の
の
、
い
ず
れ
に
せ
よ
広
く
社
会
一
般
の
利
害
に
関
係
す
る
事
実
で
あ
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
い
る
た
め
、
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利

益
や
、
共
益
に
関
わ
る
事
実
は
「
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
」
と
は
言
え
ず
、
同
要
件
を
満
た
さ
な
い
。

　
で
は
、
人
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
言
論
は
、
常
に
「
公
共
」
の
利
益
に
関
わ
る
も
の
で
「
公
益
目
的
」
を
有
し
て
い
な
い
限
り

免
責
の
余
地
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
認
め
ら
れ
な
い
名
誉
毀
損
表
現
の
中
に
も
、
免
責
を
認
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め
る
べ
き
類
型
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
名
誉
毀
損
の
典
型
は
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
名
誉
毀
損
で
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
場
合
、
報
道
内
容
は
公
共
の
利
害
に
関
わ
る
事
実
で

あ
る
こ
と
が
比
較
的
多
い
。
多
数
の
者
に
利
害
の
あ
る
情
報
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
発
信
す
る
価
値
、
ニ
ュ
ー
ス
バ
リ
ュ
ー
が
あ
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
同
士
の
論
争
の
よ
う
な
事
案
で
な
い
限
り
、
マ
ス
コ
ミ
が
全
く
の
私
益
を
図
る
目
的
で
表
現
行
為
に

及
ぶ
と
い
う
こ
と
も
考
え
難
い
。
そ
し
て
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
表
現
の
場
合
は
、
社
会
一
般
に
広
く
発
信
さ
れ
る
点
で
、
名
誉
毀
損
に
よ

り
被
害
者
に
与
え
る
影
響
も
少
な
く
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
、
公
共
性
お
よ
び
公
益
目
的
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
免
責
さ
れ
る
の
が
適
切
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
典
型
事
例
を
念
頭
に
置
く
限
り
、
公
共
性
お
よ
び
公
益
目
的
が
要
件
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
了

解
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
名
誉
毀
損
は
必
ず
し
も
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
事
案
は
多
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
般
人
に
よ
る
名

誉
毀
損
を
念
頭
に
置
く
と
理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
人
に
よ
る
場
合
は
、「
公
共
の
利
害
」
に
関
わ
り
な
く
自
己
の
利
益
（
私

益
）
や
第
三
者
の
利
益
に
関
し
て
名
誉
毀
損
表
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
り
得
る
。
公
表
範
囲
も
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
場
合
に
比
し

て
限
定
的
で
あ
る
た
め
に
被
害
者
に
与
え
る
影
響
が
相
対
的
に
み
て
小
さ
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
近
時
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に

伴
っ
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
）
で
の
表
現
行
為
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
案
で
は
「
厳
密

に
言
え
ば
、
必
ず
し
も
公
益
を
図
る
目
的
で
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
」
の
に
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
で
は
違
法

性
が
阻
却
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
と
し
て
、
そ
の
こ
と
に
疑
問
が
呈
さ
れ
た
こ
と
も
あ（
4
）り、

公
益
目
的
を
認
め
が
た
い
事
例
に
お
け
る
免

責
に
対
す
る
関
心
が
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
般
人
が
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
や
自
己
が
属
す
る
一
定
の
集
団
の
利
益
（
以
下
、「
共
益
」
と
い
う
）
に
関
し
、

そ
れ
ら
の
利
益
を
保
護
す
る
目
的
で
名
誉
毀
損
を
し
た
と
い
う
事
例
を
念
頭
に
置
く
と
、
た
と
え
そ
れ
が
人
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ

る
違
法
な
行
為
で
あ
り
、
公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
免
責
を
認
め
て
も
よ
い
場
合
が
あ
る
の
で
は
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な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

　
公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
免
責
を
認
め
る
べ
き
事
案
に
お
い
て
は
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
は
異
な
る

判
断
枠
組
み
が
必
要
で
は
な
い
か
。
こ
の
問
題
意
識
自
体
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
示
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
裁
判
官
に

よ
る
裁
判
例
の
実
証
的
研
究
は
、「
非
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
型
事
件
」（「
一
般
市
民
や
諸
団
体
が
、
市
民
生
活
、
社
会
活
動
、
組
織
運
営
等
に
関
連
し
て

行
っ
た
表
現
が
問
題
と
さ
れ
る
事
件
」）
の
中
に
は
、「
表
現
者
の
私
的
な
利
害
、
関
心
に
基
づ
く
」
言
論
が
多
い
た
め
に
「
字
義
ど
お
り
の

意
味
で
の
公
共
性
及
び
公
益
目
的
を
認
め
難
い
」
も
の
の
、「
事
案
を
全
体
と
し
て
眺
め
る
と
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
な

い
も
の
」
が
相
当
数
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
の
種
の
事
案
に
関
す
る
裁
判
例
に
、
一
部
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
で
は
な
く
「
実
質
的
な

違
法
性
判
断
」
を
行
う
も
の
が
あ
る
、
と
す（
5
）る。
そ
し
て
同
研
究
は
、
こ
の
種
の
事
案
で
は
、「
表
現
の
流
布
の
範
囲
（
ひ
い
て
は
社
会
的

評
価
の
低
下
の
程
度
）
や
、
表
現
に
至
る
経
緯
、
原
被
告
間
の
関
係
と
い
っ
た
事
情
を
考
慮
し
て
不
法
行
為
の
成
否
を
決
す
べ
き
で
あ

る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
で
は
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
、「
実
質
的
違
法
性
判
断
の
手
法
」
の
有
用
性
を

述
べ
て
い（
6
）る。

ま
た
、
学
説
に
は
、「
名
誉
毀
損
の
典
型
例
以
外
の
事
例
」
に
関
し
て
は
「
判
例
法
理
以
外
の
不
法
行
為
の
成
立
を
阻
却

す
る
事
由
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
指
摘
す
る
も
の
が
あ（
7
）る。
そ
こ
で
は
、「
他
人
の
名
誉
を
毀
損
す
る
表
現
が
特
定
少
数
の
者
に

対
し
て
の
み
伝
え
ら
れ
た
」
と
い
う
よ
う
な
事
例
で
は
公
益
目
的
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
こ
ろ
、
そ
れ
で
も
な
お
不
法
行
為
の

成
立
を
否
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
裁
判
例
の
中
に
、「
当
事
者
の
関
係
」
や
「
記
事
掲
載
の
目
的
、
動
機
、
経
緯
、

影
響
、
表
現
等
」、
問
題
と
な
っ
た
事
実
摘
示
の
「
目
的
及
び
報
告
内
容
」
な
ど
の
事
情
を
考
慮
し
「
不
法
行
為
の
成
立
要
件
と
し
て
の

『
違
法
性
』」
が
な
い
、
と
し
て
不
法
行
為
責
任
を
否
定
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
上
記
の
い
ず
れ
の
研
究
で
も
、「
違
法
性
」
の
有
無
を
直
接
問
題
に
す
る
手
法
以
外
に
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
は

異
な
る
定
型
化
さ
れ
た
判
断
枠
組
み
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な（
8
）い。

真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
が
定
型
的
な
違
法
性
阻
却
の
判
断
基

準
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
同
法
理
と
は
異
な
る
定
型
化
が
可
能
な
の
で
あ
れ
ば
、「
違
法
性
」
の
有
無
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を
直
接
問
題
に
す
る
よ
り
も
、
判
断
の
明
確
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
表
現
の
流
布
の
範
囲
」
や

「
表
現
に
至
る
経
緯
、
原
被
告
間
の
関
係
」、「
記
事
掲
載
の
目
的
、
動
機
、
経
緯
、
影
響
、
表
現
等
」
な
ど
の
諸
事
情
に
関
し
て
は
、「
社

会
的
評
価
の
低
下
」
の
有
無
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
し
、「
社
会
的
評
価
の
低
下
は
認
め
ら
れ
な
い
」
な
ど
と
し
て
不
法
行
為
責
任
を
否

定
す
る
こ
と
も
可（
9
）能で
あ
る
か
ら
（
現
に
そ
う
し
た
判
断
を
す
る
裁
判
例
は
少
な
く
な
）
10
（
い
）、
こ
こ
で
真
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
は
、〝
社
会

的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
違
法
性
の
あ
る
表
現
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
な
お
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
に
よ
ら
な
い
で
不
法
行
為
責

任
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
〞
と
い
う
点
、
言
い
換
え
れ
ば
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
は
別
の
違
法
性
阻
却
事
由
の
定
型
化
の

可
否
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
表
現
行
為
に
よ
っ
て
人
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
た
事
案
に

お
い
て
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
に
よ
る
こ
と
な
く
不
法
行
為
責
任
を
否
定
し
た
裁
判
）
11
（
例
の
事
実
関
係
に
一
定
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ

る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
そ
の
共
通
性
と
は
、
一
般
人
が
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
、
あ
る
い
は
共
益
を
図
る
目
的
で
名

誉
毀
損
表
現
を
な
し
、
社
会
的
評
価
の
低
下
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
そ
の
範
囲
は
限
定
的
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
裁

判
例
は
い
ず
れ
も
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
を
適
用
し
た
の
で
は
免
責
さ
れ
な
い
は
ず
の
事
案
で
あ
っ
た
が
結
論
と
し
て
は
責
任
を
認

め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
法
律
構
成
は
、
前
述
の
先
行
研
究
で
紹
介
さ
れ
た
裁
判
例
と
同
様
に
、「
違
法
性
」
の
有
無
を

直
接
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
表
現
行
為
が
な
さ
れ
た
事
案
の
中
に
、

事
実
関
係
に
上
記
の
よ
う
な
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
が
妥
当
し
な
い
事
案

の
う
ち
、
少
な
く
と
も
〝
自
己
、
第
三
者
ま
た
は
共
益
に
関
す
る
事
実
を
、
当
該
利
益
を
図
る
目
的
で
摘
示
し
た
〞
と
い
う
事
案
類
型
に

関
し
て
は
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
の
整
合
性
を
確
保
し
な
が
ら
、
同
法
理
と
は
別
の
違
法
性
阻
却
事
由
の
判
断
枠
組
み
を
設
定
で

き
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
点
に
関
し
て
、
自
己
ま
た
は
第
三
者
等
の
利
益
の
た
め
に
な
し
た
名
誉
毀
損
に
つ
い

て
違
法
性
阻
却
が
あ
り
得
る
こ
と
に
言
及
す
る
先
行
研
）
12
（
究
が
存
在
す
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
真
実
性
の
法
理
の
も
と
と
な
っ
た
刑
法
二
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三
〇
条
の
二
が
制
定
さ
れ
る
よ
り
も
前
の
研
究
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
は
別
の
判
断
基
準
の
定
型
化
を
検
討

し
た
も
の
で
は
な
い
。
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
の
た
め
に
な
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
判
例
法
理
か
ら
す
れ
ば
真
実
性
・
相

当
性
の
法
理
に
よ
る
解
決
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
事
案
（
た
と
え
ば
、
新
聞
雑
誌
の
記
事
が
公
益
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
場
合
）
も
含
め
、
い
ず

れ
も
「
条
理
上
認
容
」
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
な
ど
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
が
確
立
し

て
い
る
現
時
点
と
前
提
状
況
が
異
な
る
面
が
あ
る
。
同
法
理
に
よ
る
定
型
的
な
違
法
性
阻
却
の
判
断
が
確
立
し
て
い
る
現
時
点
に
お
い
て

は
、
自
己
や
第
三
者
な
ど
の
利
益
保
護
の
た
め
に
な
し
た
名
誉
毀
損
の
違
法
性
阻
却
の
問
題
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
真
実
性
・
相

当
性
の
法
理
と
の
整
合
性
を
確
保
し
つ
つ
定
型
化
を
行
う
こ
と
の
可
否
と
い
う
観
点
で
捉
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

㈡
　
本
稿
の
目
的
お
よ
び
構
成

　
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
名
誉
毀
損
事
案
の
多
様
性
お
よ
び
上
記
の
よ
う
な
事
案
の
共
通
性
を
踏
ま
え
た
場
合
、

真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
は
異
な
る
別
の
違
法
性
阻
却
の
判
断
枠
組
み
と
し
て
〝
公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で

も
、
自
己
、
第
三
者
ま
た
は
共
益
に
関
す
る
事
実
を
、
当
該
利
益
を
図
る
目
的
で
摘
示
し
た
場
合
に
は
免
責
さ
れ
る
〞
と
い
う
形
で
定
型

化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
我
が
国
の
真
実
性
立
証
に
よ
る
免
責
は
、
沿
革
的
に
は
、「
英
米
法
の
事
実
証
明
に
よ
る
免
責
の
原
則
を
採
用
し
）
13
（

た
」
も
の
と
言
わ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、「
公
共
」
の
利
害
に
至
ら
な
い
一
定
の
利
益
の
保
護
の
た
め
に
名
誉
毀
損
が
な
さ
れ
た
場
合
に
不
法
行
為
責
任
を
免

責
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
法
に
い
か
な
る
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
か
に
目
を
向
け
る
と
、
ア
メ
リ
カ
法
で

は
、
名
誉
毀
損
の
不
法
行
為
責
任
を
問
わ
れ
る
被
告
側
の
抗
弁
と
し
て
、
⑴
名
誉
毀
損
事
項
の
公
表
者
自
身
の
利
益
、
⑵
表
現
の
受
取
人

な
い
し
第
三
者
の
利
益
、
⑶
共
通
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
場
合
に
責
任
を
否
定
す
る
ル
ー
ル
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、

公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
認
め
ら
れ
な
い
名
誉
毀
損
表
現
の
う
ち
、
自
己
、
第
三
者
の
利
益
や
共
益
の
た
め
に
名
誉
毀
損
が
な
さ
れ
た
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場
合
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
法
を
参
考
に
し
つ
つ
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
の
整
合
性
を
確
保
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
異
な
る
別
の

免
責
要
件
を
定
型
化
で
き
な
い
か
を
検
討
す
る
。

　
以
下
、「
二
」
で
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
名
誉
毀
損
の
意
義
や
不
法
行
為
責
任
の
成
立
要
件
（
訴
訟
原
因
）、
免
責
要
件
（
抗
弁
）
の
概

要
を
紹
介
し
た
上
で
、「
三
」
で
そ
の
う
ち
本
稿
の
目
的
と
直
接
関
係
す
る
条
件
付
（
制
限
的
）
免
責
特
権
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
保
護
す

る
「
利
益
」
に
着
目
し
つ
つ
紹
介
し
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
「
四
」
で
、
こ

れ
ら
の
ア
メ
リ
カ
法
の
議
論
を
参
考
に
し
つ
つ
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
を
応
用
す
る
こ
と
で
、
自
己
、
第
三
者
の
利
益
や
共
益
の
た

め
に
名
誉
毀
損
が
な
さ
れ
た
場
合
の
免
責
法
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二
　
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
名
誉
毀
損
の
不
法
行
為
責
任
の
訴
訟
原
因
と
抗
弁

㈠
　
名
誉
毀
損
概
念

　
公
表
者
自
身
や
受
取
人
・
第
三
者
、
共
益
を
保
護
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
と
の
主
張
は
、
不
法
行
為
責
任
を
否
定
す
る
被
告
側
の
抗
弁

（defense

）
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
名
誉
毀
損
概
念
お
よ
び
そ
の
訴
訟

原
因
（
請
求
を
実
体
法
的
に
基
礎
づ
け
る
に
必
要
な
事
実
）
を
確
認
す
る
。

　
名
誉
毀
損
（defam

ation

）
の
定
義
に
つ
い
て
は
、「
他
人
の
評
判
を
傷
つ
け
、
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
、
第
三
者
が
そ
の
人
物
と
付

き
合
っ
た
り
取
引
し
た
り
す
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
場
合
、
そ
の
表
現
（com

m
unication

）
は
名
誉
毀
損
と
な
）
14
（
る
」

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
名
誉
毀
損
が
不
法
行
為
と
な
る
の
は
、
主
に
評
判
に
対
す
る
利
益
（interest in reputation

）
を
保
護
す
る
も

の
で
あ
）
15
（
り
、
評
判
（reputation

）
と
は
、
人
の
品
性
な
い
し
人
格
に
対
す
る
隣
人
や
仲
間
か
ら
の
評
価
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
）
16
（
る
。
評
判
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を
傷
つ
け
た
か
の
判
断
基
準
は
、
被
害
者
の
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
全
員
あ
る
い
は
多
数
の
人
々
の
目
か
ら
見
た
判
断
で
あ
る
必
要
は

な
く
、
実
質
的
に
尊
敬
で
き
る
少
数
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
の
目
か
ら
見
て
そ
う
で
あ
れ
ば
足
り
）
17
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け

る
名
誉
毀
損
と
は
、
そ
の
人
に
対
す
る
第
三
者
（
特
定
少
数
で
も
構
わ
な
い
）
か
ら
の
評
価
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
概
念
だ
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
我
が
国
の
最
高
裁
判
例
は
、
名
誉
毀
損
概
念
を
人
の
「
社
会
的
評
価
の
低
下
」
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
て
い
）
18
（

る
。
そ
し
て
、「
社
会

的
評
価
」
と
は
、「
少
な
く
と
も
一
定
の
範
囲
の
グ
ル
ー
プ
内
で
の
評
価
で
あ
る
こ
と
が
必
）
19
（
要
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
必
ず
し
も

大
多
数
の
人
々
か
ら
の
評
価
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
名
誉
毀
損
概
念
は
、
我
が
国
の
よ
う
に
「
権
利
」
の
侵
害
を
名
誉
毀
損
と
捉
え
る
も
の
と
は
異

な
る
も
の
の
、
一
定
の
範
囲
の
第
三
者
か
ら
の
評
価
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
点
で
我
が
国
の
名
誉
毀
損
概
念
と
の
間
に

共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

㈡
　
不
法
行
為
責
任
の
成
立
要
件
（
訴
訟
原
因
）
の
概
要

　
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
名
誉
毀
損
の
不
法
行
為
の
訴
訟
原
因
は
、
A
他
人
に
関
す
る
（
虚
偽
か
つ
）
名
誉
毀
損
的
な
陳
）
20
（

述
、
B
第
三
者

へ
の
公
表
（publication

）、
C
公
表
者
の
少
な
く
と
も
過
失
（negligence

）
に
相
当
す
る
落
ち
度
、
D
損
害
の
発
生
（
も
し
く
は
、
損
害
の

発
生
に
も
関
わ
ら
ず
提
訴
可
能
で
あ
る
こ
と
）
の
四
点
で
あ
）
21
（

る
。

　
A
の
名
誉
毀
損
的
の
意
味
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
内
容
の
虚
偽
性
に
つ
い
て
、
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
虚
偽
性
は
推
定
さ
れ
て
い
た
）
22
（

が
、

二
〇
世
紀
に
表
現
の
自
由
の
保
障
を
厚
く
す
る
趣
旨
の
一
連
の
合
衆
国
最
高
裁
判
所
判
決
が
出
さ
れ
て
以
降
は
、
事
案
に
よ
っ
て
は
原
告

側
で
虚
偽
性
の
立
証
が
必
要
と
な
る
。
B
の
公
表
と
は
、
名
誉
毀
損
の
内
容
が
名
誉
毀
損
を
受
け
た
人
以
外
の
人
に
伝
わ
る
こ
と
で
あ
）
23
（

る
。

前
述
の
と
お
り
不
特
定
多
数
人
に
広
が
る
必
要
は
な
い
。
C
の
過
失
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
ア
第
三
者
へ
の
公
表
に
つ
い
て
の
過
失
、
イ
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内
容
の
真
実
性
ま
た
は
虚
偽
性
に
つ
い
て
の
過
失
、
ウ
内
容
が
名
誉
毀
損
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
過
失
、
エ
公
表
方
法
に
つ
い
て
の

過
失
（
タ
イ
プ
ミ
ス
や
口
が
滑
っ
た
場
合
な
ど
）、
オ
原
告
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
過
失
な
ど
、
様
々
な
内
容
の
も
の

が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
ア
の
意
味
の
過
失
は
必
要
と
解
さ
れ
て
お
り
、
イ
の
意
味
の
過
失
の
要
否
・
程
度
に
つ
い
て
は
被
害
者
の
地
位

に
よ
っ
て
異
な
る
（
被
害
者
が
公
務
員
や
公
人
の
場
合
に
は
、
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
加
害
者
に
悪
意
・
重
過
失
が
あ
る
場
合
に
初
め
て
こ

の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
）
24
（

る
）。
ウ
に
つ
い
て
は
、
被
告
が
そ
の
記
述
が
名
誉
毀
損
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
場

合
に
は
責
任
は
問
わ
れ
な
い
も
の
の
、
合
理
的
な
人
間
が
被
告
の
立
場
に
立
っ
た
場
合
に
名
誉
毀
損
性
を
認
識
し
得
る
状
況
が
あ
れ
ば
過

失
は
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
客
観
的
な
判
断
が
さ
れ
る
。
D
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
塡
補
損
害
賠
償
と
懲
罰
的
損
害
賠
償
に
大
別
さ
れ
、
塡

補
損
害
賠
償
は
一
般
的
損
害
の
賠
償
と
特
定
損
害
の
賠
償
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
に
、
名
誉
毀

損
の
行
為
態
様
の
違
い
に
よ
っ
て
、
文
書
に
お
け
る
名
誉
毀
損
（libel

）
と
口
頭
に
よ
る
名
誉
毀
損
（slander

）
と
い
う
二
つ
の
類
型
化

が
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
前
者
に
お
い
て
は
特
別
損
害
の
立
証
な
く
提
訴
可
能
で
あ
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
一
部
の
例
外
を
除
い
て
公

表
に
よ
っ
て
特
別
損
害
が
生
じ
た
こ
と
の
立
証
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
D
の
区
別
は
、
こ
の
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
我
が
国
に
お
い
て
、
事
実
摘
示
に
よ
る
名
誉
毀
損
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
場
合
、
民
法
七
〇
九
・
七
一
〇
条
の
成
立
要
件
に
該

当
す
る
事
実
（
請
求
原
因
事
実
）
と
し
て
、
⑴
被
告
に
よ
っ
て
、
原
告
の
名
誉
を
毀
損
す
る
事
実
が
摘
示
さ
れ
た
こ
と
、
⑵
そ
れ
が
被
告

の
故
意
・
過
失
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
⑶
原
告
に
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
、
⑷
加
害
行
為
と
損
害
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
こ

と
を
主
張
立
証
す
る
必
要
が
あ
）
25
（

る
。

　
⑴
に
つ
い
て
、
名
誉
毀
損
の
意
義
や
、
名
誉
毀
損
が
原
告
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
）
26
（

と
は
A
と

共
通
す
る
。
ま
た
裁
判
例
で
は
、
人
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
に
足
る
事
実
が
特
定
少
数
人
に
対
し
て
摘
示
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て

も
伝
播
可
能
性
が
あ
れ
ば
不
法
行
為
足
り
う
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
）
27
（

で
、
こ
の
点
は
実
質
的
に
B
と
共
通
す
る
。
ま
た
、
⑵
に
つ
い
て
は
、

名
誉
毀
損
の
場
合
、
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
事
実
の
摘
示
が
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
故
意
の
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
さ
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れ
て
お
）
28
（
り
、
C
の
ア
と
オ
に
つ
い
て
の
認
識
・
認
容
は
備
わ
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
⑶
損
害
賠
償
に
つ
い
て
も
、
懲
罰
的

損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
点
は
異
な
る
が
、
そ
の
他
の
塡
補
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
我
が
国
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
基
本
的

に
類
似
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
）
29
（
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
法
の
訴
訟
原
因
は
、
事
実
の
真
実
性
な
い
し
虚
偽
性
に
関
す
る
立
証
責
任
の
所
在
や
、
懲
罰
的
賠
償
が
認
め
ら

れ
る
か
否
か
と
い
う
点
で
は
我
が
国
と
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
我
が
国
に
お
け
る
請
求
原
因
事
実
と
概
ね
共
通
し
て
い
る
。

㈢
　
各
種
抗
弁
の
概
要

　
名
誉
毀
損
の
不
法
行
為
責
任
の
抗
弁
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
で
認
め
ら
れ
た
き
た
も
の
と
し
て
、
真
実
（Truth

）
の
抗
）
30
（
弁
、
絶
対
的
免
責

特
権
（Absolute Privileges

）、
条
件
付
免
責
特
権
（Conditional Privileges

）
が
あ
）
31
（

り
、
そ
の
他
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
が
形
成
し
た
法

理
（
憲
法
的
特
権
）
が
あ
る
。
条
件
付
免
責
特
権
は
、
制
限
的
免
責
特
権
（Q

ualified Privileges

）
と
も
言
わ
れ
る
。

1　

真
実
の
抗
弁
、
絶
対
的
免
責
特
権
、
条
件
付
免
責
特
権

　
真
実
の
抗
弁
は
、
名
誉
毀
損
的
な
事
実
の
陳
述
を
公
表
し
て
も
そ
の
陳
述
が
真
実
で
あ
れ
ば
名
誉
毀
損
の
責
任
を
負
わ
な
）
32
（
い
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
名
誉
毀
損
的
な
陳
述
が
た
と
え
真
実
で
な
い
場
合
で
も
免
責
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
が
、
公
表
者
に
特
権
が
与
え
ら

れ
る
場
合
で
あ
る
。
特
権
に
は
絶
対
的
な
も
の
と
条
件
付
き
な
い
し
制
限
的
な
も
の
と
が
あ
る
。
絶
対
的
と
は
、
被
告
に
悪
意
（
反
感
な

い
し
憎
悪
、
恨
み
、
不
適
切
な
目
的
な
ど
）
が
あ
っ
た
と
し
て
も
免
責
さ
れ
る
と
の
意
味
で
あ
）
33
（
る
。
絶
対
的
免
責
特
権
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、

被
害
者
の
同
意
が
あ
る
場
）
34
（

合
や
、
司
法
手
続
で
の
表
現
（
弁
護
士
、
当
事
者
、
証
人
、
陪
審
員
等
の
職
務
上
の
表
）
35
（

現
）、
議
会
議
場
で
の
発
言

（
議
員
、
証
）
36
（

人
）、
夫
婦
間
で
な
さ
れ
た
会
）
37
（

話
な
ど
に
お
け
る
名
誉
毀
損
に
つ
い
て
で
あ
る
。
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被
告
の
主
観
的
態
様
や
公
表
範
囲
に
よ
っ
て
免
責
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
の
あ
る
の
が
、
条
件
付
き
な
い
し
制
限
的
免
責
特
権
（
以
下
、

「
条
件
付
免
責
特
権
」
と
い
う
）
で
あ
る
。
条
件
付
免
責
特
権
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
公
務
員
に
対
し
同
人
の
公
的
責
任
の
範
囲
内
の
事
項

に
つ
い
て
名
誉
毀
損
事
項
を
公
表
し
た
場
合
や
、
名
誉
毀
損
事
項
を
自
己
と
共
通
の
利
益
を
共
有
す
る
者
に
対
し
て
公
表
し
た
場
合
、
自

己
ま
た
は
他
者
の
利
益
の
た
め
に
公
表
し
た
場
合
、
公
正
な
意
見
（fair com

m
ent

）
を
述
べ
た
場
合
、
公
的
手
続
に
つ
い
て
公
正
か
つ

正
確
な
報
告
を
し
た
場
合
な
ど
に
お
け
る
名
誉
毀
損
に
つ
い
て
で
あ
）
38
（

る
。
条
件
付
免
責
特
権
は
、
公
表
者
が
特
権
を
「
濫
用
」
し
た
場
合

に
は
失
わ
れ
、
原
告
は
被
告
が
特
権
を
濫
用
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
勝
訴
す
る
こ
と
が
で
き
）
39
（
る
。
特
権
の
濫
用
と
な
る
場

面
に
つ
い
て
は
「
三
」
で
述
べ
る
。

2　

憲
法
的
特
権

　
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
一
九
六
四
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
事
）
40
（
件
に
お
い
て
、
公
職
者
の
職
務
行
為
に
関
す
る
批
判
を
広
く
許

容
す
る
見
地
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
現
実
の
悪
意
」
の
法
理
、
す
な
わ
ち
、
公
職
者
の
職
務
行
為
に
関
す
る
名
誉
毀
損
は
そ
の
内
容
が
虚
偽

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
加
害
者
に
悪
意
・
重
過
失
が
あ
る
場
合
に
初
め
て
加
害
者
は
責
任
を
負
う
旨
の
判
断
を
示
し
た
。
そ
の
後
、「
現

実
の
悪
意
」
の
法
理
は
被
害
者
が
公
職
者
で
あ
る
場
合
だ
け
で
な
く
公
的
人
物
で
あ
る
場
合
に
も
拡
張
さ
）
41
（
れ
、
さ
ら
に
は
被
害
者
が
私
人

で
あ
っ
て
も
内
容
が
公
的
関
心
事
で
あ
る
場
合
に
も
拡
張
さ
れ
）
42
（

た
。
こ
の
よ
う
に
公
職
者
や
公
的
人
物
、
あ
る
い
は
公
的
関
心
事
に
関
す

る
名
誉
毀
損
に
つ
い
て
は
、
判
例
法
理
上
、
不
法
行
為
責
任
の
成
立
が
限
定
的
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
被
告
の
憲
法
的
特
権
で
あ
）
43
（
る
と

表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
）
44
（

る
。

3　

ア
メ
リ
カ
法
の
免
責
法
理
の
基
本
構
造
（
我
が
国
の
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
の
関
係
）

　
以
上
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
事
実
が
真
実
か
否
か
に
よ
っ
て
、
ま
た
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
場
合
に
は
免
責
特
権
を
認
め
る
べ
き



法学政治学論究　第133号（2022.6）

90

利
益
の
有
無
や
内
容
に
よ
っ
て
免
責
の
可
否
が
決
せ
ら
れ
る
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
免
責
の
場
合
も
我
が
国
の
よ
う
な

公
共
性
や
公
益
目
的
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
我
が
国
で
は
、
真
実
性
の
法
理
に
せ
よ
相
当
性
の
法
理
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
公
共
性
お
よ
び
公
益
目
的
を
要
件
と
す
る
。

そ
し
て
、
公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
定
型
化
さ
れ
た
判
断
枠
組
み
は
存
在
せ
ず
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
「
違

法
性
」
が
な
い
な
ど
と
し
て
個
別
の
免
責
を
図
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

三
　
条
件
付
免
責
特
権

―
特
権
が
保
護
す
る
「
利
益
」
の
側
面
に
着
目
し
て

　
以
上
の
各
種
抗
弁
の
う
ち
、
本
稿
の
主
題
と
の
関
係
で
重
要
な
概
念
は
条
件
付
免
責
特
権
で
あ
る
。
条
件
付
免
責
特
権
は
、「
被
告
が

正
当
化
ま
た
は
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
利
益
（interest

）
が
、
誤
り
を
犯
し
て
も
あ
る
程
度
許
容
さ
れ
る
ほ
ど
十
分
に
重
要
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
る
様
々
な
状
況
（situation

）
が
あ
）
45
（
る
」
た
め
に
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
権
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で

名
誉
毀
損
が
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
「
状
況
」
な
い
し
「
機
会
」（occasion

）
が
免
責
を
も
た
ら
す
場
合
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
）
46
（
が
、
加

害
者
側
の
一
定
の
「
利
益
」
を
守
る
こ
と
が
免
責
を
も
た
ら
す
場
合
で
あ
る
と
い
う
側
面
が
あ
り
、「
利
益
特
権
」（The interest 

privile

）
47
（ges

）
と
表
現
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
そ
こ
で
条
件
付
免
責
特
権
が
い
か
な
る
「
利
益
」
を
保
護
し
て
い
る
か
に
着
目
す
る
と
、
同
特
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
の
種
類

と
し
て
、
⑴
公
表
者
の
利
益
（interest of publish

）
48
（er

）、
⑵
他
人
の
利
益
（interest of oth

）
49
（ers

）、
⑶
共
通
の
利
益
（com

m
on inter

）
50
（est

）、
⑷

公
共
の
利
益
（public inter

）
51
（est

）、
⑸
公
共
の
関
心
事
（public concern

）
に
つ
い
て
の
公
正
な
コ
メ
ン
）
52
（
ト
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
53
（
る
。
そ
の

他
、
⑹
公
的
手
続
に
つ
い
て
の
報
道
（rep

）
54
（ort

）
に
関
す
る
制
限
的
特
権
も
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
公
共
の
利
益
（public interest

）
と

な
る
と
も
言
わ
れ
）
55
（

る
。
以
下
、
各
概
要
、
具
体
例
、
要
件
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
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㈠
　
条
件
付
免
責
特
権
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
の
種
類

1　

公
表
者
の
利
益

　
公
表
者
自
身
の
利
益
を
保
護
ま
た
は
促
進
す
る
た
め
に
名
誉
毀
損
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
、
免
責
特
権
が
与
え
ら
れ

る
（
以
下
、「
自
己
利
益
特
権
」
と
い
う
）。

　
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
原
告
Ｘ
は
、
タ
ウ
ン
ハ
ウ
ス
の
隣
の
部
屋
に
住
ん
で
い
る
学
生
Ｙ
ら
が
あ
ま
り
に
も
大
き
な
音
を

出
し
迷
惑
行
為
を
し
て
い
る
と
し
て
、
Ｙ
ら
所
属
の
大
学
の
学
生
生
活
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
対
し
手
紙
を
書
い
て
苦
情
を
申
し
立
て
、

Ｙ
ら
の
住
居
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
を
テ
ー
プ
に
録
音
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
が
、
Ⅹ
の
テ
ー
プ
録
音
は
連
邦
法
に
違
反
し
て
い
る
な

ど
と
記
載
し
た
手
紙
を
書
き
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
送
り
、
そ
の
写
し
を
家
主
と
Ｘ
に
送
っ
た
の
で
、
Ｘ
は
右
内
容
が
名
誉
毀
損
で
あ

る
と
し
て
Ｙ
を
提
訴
し
た
。
裁
判
所
は
、
大
学
か
ら
の
懲
戒
処
分
を
避
け
、
家
主
か
ら
の
立
ち
退
き
を
回
避
し
、
脅
迫
さ
れ
た
訴
訟
か
ら

身
を
守
る
と
い
う
学
生
の
利
益
は
、
自
己
利
益
の
制
限
的
免
責
特
権
を
意
味
す
る
と
し
て
不
法
行
為
の
成
立
を
否
定
し
）
56
（

た
。

　
自
己
利
益
特
権
が
認
め
ら
れ
る
要
件
に
つ
い
て
、
第
二
次
不
法
行
為
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
①
公
表
者
の
重
要
な
利
益
に
影
響
を

与
え
る
内
容
で
あ
り
、
か
つ
、
②
受
取
人
に
名
誉
毀
損
事
項
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
利
益
の
合
法
的
な
保
護
に
役
立
つ
こ
と
、
を
挙
げ
）
57
（

る
。

こ
れ
に
、
適
切
な
方
法
で
あ
る
こ
と
、
他
人
の
名
誉
毀
損
か
ら
自
分
の
評
判
を
守
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
も
あ
）
58
（
る
。

　
①
は
、
公
表
者
の
利
益
の
重
要
性
を
求
め
る
要
件
で
あ
る
。
公
表
者
が
保
護
ま
た
は
促
進
し
よ
う
と
す
る
利
益
は
、
法
律
で
禁
止
さ
れ

て
い
た
り
、
法
的
保
護
の
範
囲
外
の
も
の
で
あ
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
利
益
は
、
そ
れ
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
侵
害
者
に

刑
罰
が
課
さ
れ
た
り
、
侵
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
が
可
能
と
な
っ
た
り
す
る
よ
う
な
、
法
的
保
護
を
受
け
る
の
に
十
分
な
重

要
性
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
も
ち
ろ
ん
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
ず
、
直
接
的
な
法
的
保
護
を
受
け
る
ほ
ど
重
要

で
は
な
い
も
の
の
、
他
者
の
利
益
を
合
理
的
に
侵
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
な
保
護
を
受
け
る
の
に
十
分
な
程
度
に
重
要
な
も
の
で
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あ
る
場
合
で
も
良
い
と
さ
れ
る
。
後
者
（
間
接
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
）
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
子
供
の
社
会
的
・
道
徳
的
福
祉

に
対
す
る
親
の
利
益
が
あ
る
。
親
は
、
子
供
の
幸
福
に
と
っ
て
有
害
な
行
為
を
し
た
他
人
に
対
し
て
自
身
が
訴
訟
提
起
す
る
こ
と
は
支
持

さ
れ
な
い
が
、
子
供
の
幸
福
を
保
護
ま
た
は
促
進
す
る
目
的
で
他
人
に
関
す
る
名
誉
毀
損
的
な
事
柄
を
公
表
す
る
親
の
制
限
的
特
権
は
十

分
に
支
持
さ
れ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
一
般
的
に
は
、
合
法
的
な
金
銭
的
利
益
や
家
族
や
グ
ル
ー
プ
の
利
益
は
特
権
を
認
め
る
に
重
要
な
利

益
で
あ
る
が
、
単
な
る
ゴ
シ
ッ
プ
を
聞
い
た
り
広
め
た
り
す
る
こ
と
は
社
会
的
価
値
が
低
い
た
め
重
要
で
な
い
と
さ
れ
る
。
利
益
が
間
接

的
な
法
的
保
護
を
受
け
る
の
に
十
分
重
要
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
名
誉
毀
損
事
項
が
真
実
で
あ
っ
た
場
合
に
公
表
者
の
利
益
に
も
た
ら
さ

れ
る
利
益
と
、
名
誉
毀
損
事
項
が
虚
偽
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
場
合
に
他
人
の
評
判
に
も
た
ら
さ
れ
る
損
害
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
決
ま
）
59
（
る
。

　
②
の
要
件
は
、
名
誉
毀
損
的
内
容
の
受
取
人
に
関
す
る
要
件
で
あ
る
。
自
己
の
利
益
を
守
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、
不
必
要
な
名
誉
毀
損

は
許
容
さ
れ
な
い
た
め
、
名
誉
毀
損
事
項
が
仮
に
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
利
益
の
保
護
に
役
立
つ
こ
と
が
合
理
的
に
期
待
さ
れ
る
人
物

に
対
し
て
公
表
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
受
取
人
が
公
表
者
に
対
し
援
助
を
提
供
す
る
何
ら
か
の

法
的
ま
た
は
道
徳
的
な
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
公
表
者
に
お
い
て
同
人
か
ら
の
援
助
を
期
待
す
る
こ
と
が
十
分
に
正
当
化
さ
れ

る
た
め
、
こ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
た
と
え
受
取
人
が
そ
の
よ
う
な
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
良
識
あ
る
人
で

あ
れ
ば
通
常
他
人
を
援
助
す
る
で
あ
ろ
う
と
言
え
る
状
況
や
、
当
該
受
取
人
が
か
つ
て
同
様
の
状
況
下
で
援
助
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と

い
う
事
実
が
あ
れ
ば
、
援
助
を
求
め
る
人
（
公
表
者
）
に
お
い
て
同
人
が
今
回
は
自
分
に
援
助
を
行
わ
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
理
由
の
な

い
限
り
、
名
誉
毀
損
は
十
分
正
当
化
さ
れ
）
60
（

る
。

2　

受
取
人
ま
た
は
第
三
者
の
利
益

　
受
取
人
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
保
護
の
た
め
に
な
さ
れ
た
場
合
に
も
特
権
が
与
え
ら
れ
る
（
以
下
、「
他
者
利
益
特
権
」
と
い
う
）。
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た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
原
告
Ｘ
が
勤
務
先
Ｅ
社
と
の
間
で
、
一
年
間
に
わ
た
っ
て
毎
月
一
万
ド
ル
の
支
払
い
を
受
け
る
条

件
で
同
社
と
の
雇
用
契
約
を
解
除
し
た
。
し
か
し
、
Ｅ
と
取
引
の
あ
っ
た
運
送
会
社
Ｙ
が
、
Ｅ
に
七
四
万
ド
ル
近
く
の
支
払
い
を
す
る
に

あ
た
り
、
Ⅹ
が
こ
れ
を
横
領
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
、
そ
の
旨
を
Ｅ
に
知
ら
せ
た
た
め
、
Ｅ
は
Ⅹ
へ
の
分
割
金
の
支
給
を
停

止
し
た
。
Ⅹ
は
Ｙ
の
行
為
が
名
誉
毀
損
で
あ
る
な
ど
と
し
て
Ｙ
を
提
訴
し
た
。
裁
判
所
は
、
多
額
の
お
金
を
横
領
し
よ
う
と
し
た
と
い
う

疑
惑
は
、
収
益
を
失
う
可
能
性
の
あ
る
会
社
に
と
っ
て
十
分
に
重
要
な
利
益
で
あ
り
、
Ｅ
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
Ｙ
に
制
限
的
免
責
特

権
が
存
在
す
る
と
判
断
し
）
61
（
た
。

　
他
者
利
益
特
権
の
要
件
に
つ
い
て
、
第
二
次
不
法
行
為
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
①
受
取
人
ま
た
は
第
三
者
の
十
分
に
重
要
な
利
益

に
影
響
を
与
え
る
内
容
で
あ
る
こ
と
、
②
受
取
人
が
、
ア
公
表
者
に
お
い
て
名
誉
毀
損
的
な
内
容
を
公
表
す
る
法
的
義
務
を
負
っ
て
い
る

者
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
、
イ
そ
の
公
表
を
す
る
こ
と
が
「
一
般
に
認
め
ら
れ
た
良
識
あ
る
行
動
」
基
準
の
範
囲
内
で
あ
る
者
で
あ
る
場

合
で
あ
る
こ
と
、
③
上
記
①
②
の
存
在
に
つ
い
て
合
理
的
な
信
頼
が
あ
る
こ
と
、
を
挙
げ
）
62
（
る
。
こ
れ
に
加
え
、
公
表
が
目
的
の
た
め
に
必

要
で
あ
り
、
当
該
他
人
が
自
分
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
信
じ
る
理
由
が
あ
る
こ
と
を
求
め
る
見
解
も
あ
）
63
（

る
。

　
①
は
、
自
己
利
益
特
権
の
場
合
と
類
似
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
合
法
的
な
金
銭
的
利
益
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
家
庭
内
の
利
益
を
保
護

す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
場
合
も
保
護
さ
れ
）
64
（

る
。

　
②
は
、
名
誉
毀
損
的
内
容
の
受
取
人
に
関
す
る
要
件
で
あ
る
。
ア
法
的
義
務
の
あ
る
場
合
と
は
、
弁
護
士
と
依
頼
者
の
関
係
、
受
託
者

と
本
人
の
関
係
、
な
ど
の
場
合
で
あ
る
。
イ
「
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
良
識
あ
る
行
動
の
基
準
」
を
満
た
し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に

は
、
ⅰ
公
表
が
自
発
的
に
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
要
請
に
応
じ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
ⅱ
当
事
者
の
間
に
家
族
ま
た
は

そ
の
他
の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
が
重
要
な
要
素
と
な
）
65
（
る
。
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3　

共
通
の
利
益

　
公
表
者
と
受
取
人
の
共
通
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
た
場
合
に
も
、
特
権
が
認
め
ら
れ
る
（
以
下
、「
共
益
特
権
」
と
い
う
）。
共
通
の
目

標
や
価
値
観
を
共
有
し
て
い
た
り
協
力
し
て
い
た
り
す
る
特
定
可
能
な
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
間
で
関
連
す
る
情
報
の
自
由
な
交
換
を

促
進
し
、
ま
た
、
訴
訟
を
恐
れ
ず
に
適
切
な
内
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
協
議
す
る
こ
と
を
保
護
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
）
66
（
る
。

　
た
と
え
ば
、
会
社
の
セ
ク
ハ
ラ
調
査
中
に
行
わ
れ
た
上
司
の
発
言
が
原
告
に
対
す
る
名
誉
毀
損
と
な
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
）
67
（

や
、

原
告
医
師
が
保
護
観
察
処
分
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
所
属
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
間
で
共
有
さ
れ
た
こ
と
が
名
誉
毀
損
と
な
る
か
が
問
題
と

な
っ
た
事
）
68
（

例
、
ア
パ
ー
ト
の
借
家
人
同
士
の
間
で
、
ア
パ
ー
ト
内
で
迷
惑
行
為
に
及
ん
だ
非
居
住
者
の
行
為
に
つ
い
て
非
難
し
た
こ
と
が

問
題
と
な
っ
た
事
）
69
（
例
な
ど
に
お
い
て
、
特
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
共
益
特
権
の
要
件
に
つ
い
て
、
第
二
次
不
法
行
為
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
①
特
定
の
主
題
に
共
通
の
関
心
を
持
つ
複
数
の
人
物
の

間
で
、
②
共
通
の
関
心
を
持
つ
他
の
人
物
に
お
い
て
知
る
権
利
の
あ
る
内
容
が
存
在
す
る
と
正
し
く
ま
た
は
合
理
的
に
信
じ
る
状
況
に
あ

る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
）
70
（

る
。

　
①
は
、
名
誉
毀
損
的
内
容
を
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
な
人
的
範
囲
を
示
す
要
件
で
あ
る
。
自
己
利
益
特
権
や
他
者
利
益
特
権
と
は
異
な

り
、
公
表
者
と
受
取
人
が
共
通
に
持
っ
て
い
る
重
要
な
利
益
の
存
在
や
、
そ
れ
を
保
護
す
る
目
的
は
要
求
さ
れ
な
い
（
重
要
な
利
益
が
存

在
す
る
場
合
は
、
自
己
利
益
な
い
し
他
者
利
益
の
特
権
で
保
護
さ
れ
る
）。
共
益
特
権
は
、
人
は
自
分
と
共
通
の
利
害
関
係
を
持
つ
問
題
で
何
が

行
わ
れ
て
い
る
か
を
自
分
の
仲
間
か
ら
知
る
権
利
が
あ
る
、
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
が
個
人
的
に

そ
の
情
報
に
関
係
し
て
い
な
く
て
も
、
共
通
の
利
害
に
影
響
を
与
え
る
情
報
を
知
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
。
反
対
に
、
グ
ル
ー
プ
外
の
場

合
は
こ
の
特
権
の
保
護
の
対
象
外
と
な
り
、
集
団
の
メ
ン
バ
ー
で
な
い
者
が
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
行
っ
た
公
表
は
保
護
さ
れ
な
い
し
、
メ

ン
バ
ー
が
メ
ン
バ
ー
外
の
者
に
対
し
て
行
っ
た
公
表
も
保
護
さ
れ
な
）
71
（

い
。
ま
た
共
益
特
権
は
、
宗
教
団
体
、
教
育
団
体
、
労
働
組
合
な
ど

非
営
利
的
な
性
格
を
持
つ
グ
ル
ー
プ
の
場
合
に
も
及
）
72
（
ぶ
。
②
は
、
共
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
名
誉
毀
損
的
内
容
に
関
す
る
要
件
で
あ
る
。
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4　

公
共
の
利
益

　
公
共
の
利
益
を
守
る
た
め
に
何
ら
か
の
公
的
な
行
動
を
取
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
人
に
向
け
て
名
誉
毀
損
的
内
容
の
公
表
が
行
わ
れ
た

場
合
に
も
特
権
が
認
め
ら
れ
る
（
以
下
、「
公
益
特
権
」
と
い
う
）。
自
己
利
益
・
他
者
利
益
な
ど
の
個
人
の
利
益
と
は
異
な
り
、
一
般
市
民

の
利
益
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
特
権
の
一
つ
で
あ
り
、「
公
益
特
権
」（public interest privilege

）
と
呼
ば
れ
る
。

　
公
表
行
為
を
公
務
員
が
職
務
上
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
絶
対
的
特
権
が
与
え
ら
れ
る
が
、
絶
対
的
特
権
が
な
い
場
合
で
も
、
公
務
を
遂

行
し
よ
う
と
す
る
公
務
員
か
ら
別
の
公
務
員
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
少
な
く
と
も
制
限
的
特
権
が
あ
る
と
さ
れ
る
し
、
民
間
人
も

同
様
に
、
犯
罪
の
予
防
や
発
見
の
た
め
に
適
切
な
当
局
に
情
報
を
提
供
し
た
り
、
公
務
員
の
行
為
に
つ
い
て
当
局
に
苦
情
を
述
べ
た
り
、

公
職
か
ら
の
解
任
を
求
め
た
り
す
る
場
合
に
は
特
権
が
与
え
ら
れ
）
73
（
る
。

　
た
と
え
ば
、
教
師
の
性
格
や
能
力
、
行
動
に
関
し
て
一
般
市
民
が
教
育
委
員
会
に
対
し
て
苦
情
を
申
し
立
て
た
場
合
は
、
公
益
特
権
の

対
象
と
な
）
74
（
る
。

　
要
件
に
つ
い
て
、
第
二
次
不
法
行
為
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
①
十
分
に
重
要
な
公
共
の
利
益
に
影
響
を
与
え
る
内
容
で
あ
り
、
②

公
共
の
利
益
の
た
め
に
、
名
誉
毀
損
事
項
が
真
実
で
あ
る
場
合
に
行
動
を
起
こ
す
権
限
ま
た
は
特
権
を
有
す
る
公
務
員
ま
た
は
民
間
人
に

伝
え
ら
れ
た
こ
と
、
③
当
該
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
正
し
い
、
ま
た
は
合
理
的
な
信
念
を
誘
発
す
る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
）
75
（

る
。

5　

公
的
関
心
事
に
つ
い
て
の
フ
ェ
ア
・
コ
メ
ン
ト

　
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
公
的
な
議
論
に
お
け
る
「
フ
ェ
ア
・
コ
メ
ン
ト
」
の
特
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
幾
代
教
授
に
よ
れ
ば
フ
ェ
ア
・

コ
メ
ン
ト
の
法
理
と
は
、「
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
項
ま
た
は
一
般
公
衆
の
関
心
事
で
あ
る
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
は
、
な
に
び
と
と

い
え
ど
も
論
評
の
自
由
を
有
し
、
そ
れ
が
公
的
活
動
と
は
無
関
係
な
私
生
活
曝
露
や
人
身
攻
撃
に
わ
た
ら
ず
、
か
つ
論
評
が
公
正
で
あ
る

か
ぎ
り
は
、
い
か
に
そ
の
用
語
や
表
現
が
激
越
・
辛
辣
で
あ
ろ
う
と
も
、
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
、
被
論
評
者
が
社
会
か
ら
受
け
る
評
価



法学政治学論究　第133号（2022.6）

96

が
低
下
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
論
評
者
は
名
誉
毀
損
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
法
）
76
（
理
」
で
あ
る
。

　
合
衆
国
最
高
裁
判
所
判
決
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
事
件
に
お
い
て
現
実
的
悪
意
の
法
理
を
示
し
、
フ
ェ
ア
・
コ
メ
ン
ト
の
う

ち
公
務
員
に
対
す
る
批
判
は
原
則
と
し
て
不
法
行
為
と
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
以
降
同
法
理
が
拡
大
さ
れ
て
、「
修
正
第
一

条
の
下
で
は
、
誤
っ
た
考
え
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
ど
ん
な
に
悪
質
な
意
見
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
正
す
た
め
に
は
、
裁
判
官
や

陪
審
員
の
良
心
で
は
な
く
、
他
の
考
え
と
の
競
争
に
頼
る
こ
と
に
な
）
77
（

る
」
な
ど
と
判
示
す
る
判
例
も
出
て
、
意
見
表
明
に
つ
い
て
は
基
本

的
に
名
誉
毀
損
と
な
ら
な
い
立
場
が
鮮
明
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
項
ま
た
は
一
般
公
衆
の
関
心
事
で
あ

る
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
の
論
評
は
、
判
例
法
理
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
。
な
お
、
公
表
者
が
そ
の
意
見
を
表
明
す
る
際
に
ど
ん
な
に
不

誠
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
は
や
訴
訟
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
立
）
78
（
場
も
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
フ
ェ
ア
・
コ
メ
ン
ト
を
特
権
と

位
置
付
け
る
必
要
は
な
い
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
純
粋
な
名
誉
毀
損
の
意
見
を
私
的
に
公
表
し
た
者
に
私
人
に
よ
る
名
誉
毀
損
訴
訟

の
場
合
は
憲
法
判
例
の
範
囲
外
と
の
理
）
79
（
解
も
あ
り
、
こ
う
し
た
理
解
に
立
つ
場
合
は
依
然
と
し
て
特
権
と
理
解
し
得
る
こ
と
と
な
る
。

6　

公
的
手
続
の
報
道
（report

）

　
公
益
に
関
し
て
は
、
公
的
手
続
の
報
道
に
関
す
る
特
権
も
重
要
で
あ
る
。
司
法
、
立
法
、
そ
の
他
の
公
的
手
続
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
「
公
共
の
利
益
」（public interest

）
に
な
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
お
り
、
新
聞
社
や
そ
の
他
の
者
が
そ
の

よ
う
な
報
道
を
公
衆
（public

）
に
対
し
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
条
件
付
免
責
特
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
公
衆
は
誰
し
も
公
の
出
来

事
を
知
る
こ
と
に
対
し
て
利
益
を
も
っ
て
お
り
、
報
道
機
関
等
は
、
公
衆
が
そ
の
場
に
居
た
場
合
に
は
自
分
で
見
聞
き
で
き
る
は
ず
の
こ

と
を
公
衆
に
代
わ
っ
て
行
う
点
で
、
そ
の
報
道
が
尊
重
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
）
80
（
る
。

　
こ
の
特
権
は
、
公
式
の
手
続
や
公
的
な
会
議
で
発
生
す
る
情
報
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
対
す
る
公
衆
の
関
心
を
基
礎
と
す

る
た
め
、
自
己
利
益
特
権
や
他
者
利
益
特
権
、
共
益
特
権
な
ど
と
異
な
り
、
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
公
開
に
限
定
さ
れ
な
）
81
（
い
。
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ま
た
こ
の
特
権
は
、
新
聞
社
、
放
送
局
お
よ
び
公
衆
に
ニ
ュ
ー
ス
を
報
道
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
そ
の
他
の
者
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
者
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
口
頭
、
書
面
、
ま
た
は
印
刷
に
よ
る
報
告
を
行
う
す
べ
て
の
人
に

及
）
82
（
ぶ
。

㈡
　
条
件
付
免
責
特
権
が
濫
用
と
な
る
場
合

　
条
件
付
免
責
特
権
は
、
名
誉
を
毀
損
さ
れ
た
人
の
名
誉
保
護
の
利
益
と
、
公
表
者
、
第
三
者
お
よ
び
公
衆
が
公
表
を
行
う
こ
と
の
利
益

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て

）
84
）（
83
（

い
る
と
か
、
名
誉
毀
損
表
現
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
特
定
の
利
益
と
評
判
の
低
下
の
リ
ス

ク
を
比
較
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
）
85
（
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
自
己
利
益
特
権
、
他
者
利
益
特
権
、
共
益
特
権
お
よ
び
公
益
特
権
は
、
⑴
公
表
者
が
名
誉
毀
損
事
項
の
虚
偽
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
た
か
、
虚
偽
性
を
無
謀
に
も
無
視
し
た
場
合
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
す
る
も
の
で
特
権
の
濫
用
に
あ
た
る
と
し
て
、
名
誉

毀
損
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
）
86
（

る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
特
権
は
、
名
誉
毀
損
事
項
の
中
に
公
表
者
や
受
取
人
、
第
三
者
ま
た
は
公

衆
の
利
益
が
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
受
取
人
が
知
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
っ
た
な
ら
ば
そ
の
利
益
の
保
護
に
役
立
つ
可
能

性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
⑵
特
権
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
名
誉
毀
損
事
項
が
公
表
さ
れ
た
場

合
に
も
特
権
の
濫
用
に
あ
た
）
87
（

る
。
ま
た
同
様
の
理
由
か
ら
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
利
益
の
保
護
に
不
必
要
な
者
へ
公

表
し
た
な
ど
、
⑶
過
剰
な
公
表
に
あ
た
る
場
）
88
（
合
や
、
⑷
特
権
が
与
え
ら
れ
た
目
的
達
成
の
た
め
に
そ
の
名
誉
毀
損
の
内
容
が
必
要
で
あ
る

と
合
理
的
に
信
じ
て
い
な
い
場
）
89
（

合
は
濫
用
に
あ
た
る
。
ま
た
、
公
的
手
続
の
報
道
は
、
読
み
手
に
誤
解
を
与
え
る
よ
う
な
不
正
確
ま
た
は

不
公
正
な
内
容
で
あ
れ
ば
濫
用
に
あ
た
）
90
（
る
。
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㈢
　
条
件
付
免
責
特
権
が
保
護
す
る
利
益
の
内
容
お
よ
び
保
護
の
要
件
の
整
理

1　

我
が
国
の
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
の
比
較

　
以
上
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
法
に
は
、
加
害
者
側
・
被
害
者
側
の
双
方
の
利
益
の
多
様
性
に
即
し
た
多
様
な
免
責
特
権
が
存
在
し
て
い
る
。

公
共
性
お
よ
び
公
益
目
的
を
要
件
と
す
る
我
が
国
の
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
共
通
点
・
相
違
点
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
免
責
を
も
た
ら
す
事
案
の
範
囲
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
各
種
条
件
付
免
責
特
権
が
保
護
す
る
利

益
の
う
ち
、
公
益
（
上
記
㈠
4
）、
公
的
手
続
の
報
道
や
公
的
関
心
事
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利

益
（
上
記
㈠
5
、
6
）
な
ど
は
我
が
国
の
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
に
よ
っ
て
も
保
護
さ
れ
得
る
。
公
共
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
特
権

は
、
そ
の
保
障
根
拠
と
し
て
国
民
の
知
る
権
利
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
こ
の
点
で
我
が
国
の
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
相
通
じ
る
も

の
が
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
利
益
や
他
者
利
益
（
上
記
㈠
1
及
び
2
）
は
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
に
よ
る
保
護
の
対
象
で
は
な
い
。

ま
た
、
共
益
（
上
記
㈠
3
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
我
が
国
で
い
う
公
共
性
要
件
を
満
た
す
よ
う
な
場
合
は
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
に

よ
っ
て
も
保
護
さ
れ
る
が
、
公
共
の
利
益
と
言
え
る
か
が
微
妙
な
事
案
で
は
保
護
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
先
の
例
で
は
、

医
師
が
保
護
観
察
処
分
を
受
け
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
は
我
が
国
で
も
公
共
性
要
件
を
満
た
す
と
思
わ
れ
る
が
、
ア
パ
ー
ト
の
借
家
人
間

で
平
和
な
居
住
を
享
受
す
る
利
益
の
場
合
は
微
妙
で
あ
る
。

　
ま
た
、
名
誉
毀
損
の
不
法
行
為
の
成
否
が
、
名
誉
な
い
し
評
判
に
対
す
る
利
益
と
、
表
現
の
自
由
な
い
し
こ
れ
を
公
表
す
る
利
益
と
の

衡
量
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
条
件
付
免
責
特
権
と
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
の
間
に
共
通
性
が
認
め
ら

れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
利
益
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
差
異
が
あ
る
。
公
共
の
利
益
を
保
護
対
象
と
す
る

点
で
は
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
条
件
付
免
責
特
権
は
必
ず
し
も
公
共
の
利
益
の
た
め
に
す
る
表
現
行
為
に
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
自

己
ま
た
は
第
三
者
を
守
る
た
め
の
表
現
や
、
共
通
の
企
業
や
活
動
に
従
事
す
る
人
々
の
間
で
関
連
す
る
情
報
の
自
由
な
交
換
を
促
進
す
る



公共性または公益目的が認められない名誉毀損表現の不法行為責任免責の可否

99

表
現
の
場
合
も
名
誉
毀
損
が
正
当
化
さ
れ
得
る
な
ど
、
保
護
す
る
利
益
の
対
象
が
広
い
。
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
は
、
公
共
性
を
要
件

と
す
る
点
で
、
表
現
の
自
由
の
い
わ
ば
公
益
的
側
面
を
重
視
し
た
法
理
と
言
え
る
が
、
条
件
付
免
責
特
権
の
場
合
は
そ
う
し
た
側
面
へ
の

限
定
が
な
く
、
表
現
の
自
由
が
他
の
利
益
を
保
護
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
も
当
該
言
論
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
で

あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

2　

条
件
付
免
責
特
権
に
お
い
て
利
益
が
保
護
さ
れ
る
た
め
の
要
件

　
利
益
の
主
体
・
内
容
に
関
す
る
要
件
と
し
て
、
自
己
・
他
者
利
益
特
権
の
場
合
は
そ
の
利
益
が
重
要
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
が
、
共
益
の
場
合
は
重
要
性
ま
で
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
自
己
利
益
、
他
者
利
益
、
共
益
の
場
合
は
公
表
者
ま
た
は
受

領
者
等
が
当
該
利
益
の
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
公
益
等
の
場
合
は
公
表
者
自
身
に
直
接
関
係
が
な
い
利
益
が
保
護
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
関
連
性
が
最
も
密
接
で
直
接
的
で
あ
る
場
合
（
自
己
利
益
）、
自
分
と
他
人
に
関
連
す
る
場
合
（
他
者
利

益
）、
自
分
の
グ
ル
ー
プ
に
関
連
す
る
場
合
（
共
益
。
公
表
者
本
人
と
の
関
連
性
は
間
接
的
な
も
の
と
な
る
）、
公
表
者
自
身
に
は
直
接
関
連
し

な
い
場
合
（
公
益
。
自
分
に
は
直
接
関
連
し
な
い
が
、
公
衆
を
通
じ
て
間
接
的
に
は
関
連
が
あ
る
）
と
い
う
よ
う
に
、
公
表
者
と
利
益
の
関
連
性

の
程
度
に
段
階
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
名
誉
毀
損
的
内
容
が
公
表
さ
れ
る
相
手
方
に
関
す
る
要
件
と
し
て
、
公
的
手
続
の
報
道
や
公
的
関
心
事
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
の
場
合

に
は
そ
れ
に
特
段
の
制
限
は
な
い
が
、
自
己
利
益
、
他
者
利
益
の
場
合
は
当
該
内
容
を
受
け
取
る
意
味
の
あ
る
者
、
共
益
の
場
合
は
共
通

の
関
心
を
持
つ
者
な
ど
、
い
ず
れ
も
適
格
の
あ
る
受
取
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
守
る
べ
き
利
益
が
公
開
範
囲

と
の
間
で
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
か
が
重
視
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
他
者
利
益
特
権
は
、
名
誉
毀
損
表
現
を
正
当
化

す
る
の
に
十
分
な
ほ
ど
重
要
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
重
要
な
も
の
か
ど
う
か
は
、「
被
告
と
受
取
人
の
関
係
に
左
右
さ
れ
）
91
（

る
」
と
さ
れ
、

ま
た
共
益
特
権
も
、
共
通
の
目
標
や
価
値
観
を
共
有
す
る
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
間
で
関
連
す
る
情
報
の
自
由
な
交
換
を
促
進
す
る
た
め
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の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
そ
の
情
報
に
ニ
ュ
ー
ス
価
値
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
一
般
公
衆
へ
の
公
表
は
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
と
さ
れ
）
92
（

る
。
こ
こ
に
は
、
同
じ
「
評
判
の
低
下
」
と
言
っ
て
も
、
評
価
が
毀
損
さ
れ
た
範
囲
に
よ
っ
て
レ
ベ
ル
の
違
い
が
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
免
責
の
た
め
に
は
守
る
べ
き
利
益
が
公
開
範
囲
と
の
間
で
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
が
読
み
取
れ

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
己
・
他
者
利
益
特
権
や
共
益
特
権
に
は
、
利
益
の
重
要
性
な
い
し
関
連
性
に
関
す
る
要
件
と
、
公
開
範
囲
に
関
す
る

要
件
と
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
権
が
公
共
の
利
益
を
守
る
た
め
で
な
く
と
も
名
誉
毀
損
行
為
を
正
当
化
し
て
い
る
理
由
は
こ
の

点
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
特
権
は
「
当
該
名
誉
毀
損
表
現
を
行
う
こ
と
に
理
由
な
い
し
必
要
性
が

あ
る
こ
と
」
及
び
「
当
該
表
現
行
為
に
適
切
性
な
い
し
相
当
性
が
あ
る
こ
と
」
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
正
当
化
を
根
拠
づ
け

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
利
益
・
他
者
利
益
特
権
の
場
合
、
第
一
に
、
利
益
が
「
重
要
」
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
公
開
範

囲
に
つ
い
て
は
受
取
人
が
適
格
者
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
し
て
共
通
し
て
い
る
。
第
一
の
点
は
、
当
該
名
誉
毀
損
表
現
を
行
う
こ
と
に
理

由
な
い
し
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
、
第
二
の
点
は
当
該
表
現
行
為
に
適
切
性
な
い
し
相
当
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

共
益
特
権
の
場
合
も
同
様
に
、
名
誉
毀
損
的
内
容
の
共
有
化
が
許
さ
れ
る
人
的
範
囲
に
関
す
る
要
件
と
、
共
有
化
が
許
さ
れ
る
名
誉
毀
損

的
内
容
に
関
す
る
要
件
と
が
あ
り
、
前
者
が
表
現
行
為
の
適
切
性
な
い
し
相
当
性
、
後
者
が
名
誉
毀
損
表
現
を
行
う
こ
と
に
理
由
な
い
し

必
要
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
・
適
切
性
の
認
め
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
名
誉
毀
損
の
正
当
化
が

根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
公
表
者
に
関
わ
る
要
件
と
し
て
、
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
あ
る
い
は
真
実
性
を
無
謀
に
も
無
視
し
て
な
し

た
場
合
や
、
利
益
保
護
と
の
関
係
で
過
剰
な
公
表
の
場
合
は
、
特
権
の
濫
用
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
加
害
者
側
の
利
益
そ

れ
自
体
が
保
護
に
値
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
保
護
の
方
法
が
相
当
な
も
の
で
な
い
場
合
に
は
保
護
を
失
う
と
い
う
意
味
で
、
手
段

の
相
当
性
を
要
求
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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四
　
自
己
、
第
三
者
の
利
益
や
共
益
の
た
め
に
名
誉
毀
損
が
な
さ
れ
た
場
合
の

　
　
免
責
法
理
の
検
討

　
で
は
、
我
が
国
に
お
い
て
、
公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
認
め
ら
れ
な
い
名
誉
毀
損
表
現
が
な
さ
れ
た
事
案
の
う
ち
、
公
表
者
（
以
下
、

我
が
国
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
成
否
に
関
わ
る
文
脈
に
お
い
て
は
、「
加
害
者
」
と
表
記
す
る
）
自
身
の
利
益
や
第
三
者
の
利
益
、
あ
る
い
は
共

通
の
利
益
に
関
す
る
事
実
を
、
そ
れ
ら
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
摘
示
し
た
と
い
う
類
型
（
以
下
、「
非
公
益
類
型
」
と
い
う
）
に
不
法
行

為
責
任
を
否
定
す
る
判
断
枠
組
み
を
定
立
す
る
こ
と
は
可
能
か
。
ま
た
、
そ
の
場
合
い
か
な
る
要
件
を
定
立
す
る
べ
き
か
。
本
章
で
は
こ

う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
以
下
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
第
一
に
、
公
共
性
や
公
益
目
的
要
件
が
免
責
の
た
め
の
必
須
の
要
件
か
ど
う
か

を
検
討
す
る
。
第
二
に
、
非
公
益
類
型
に
お
い
て
必
要
と
な
る
利
益
衡
量
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
確
認
し
、
第
三
に
、
そ
れ
を

踏
ま
え
た
場
合
に
非
公
益
類
型
を
免
責
す
る
場
合
に
い
か
な
る
要
件
を
定
立
す
る
の
が
適
切
か
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
第
四
に
、
そ
の

要
件
を
非
公
益
類
型
に
あ
て
は
め
た
場
合
の
帰
結
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
異
な
る
法
律
構
成
に
よ
る
解
決
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
確

認
す
る
。
最
後
に
、
自
己
、
第
三
者
の
利
益
や
共
益
の
た
め
に
名
誉
毀
損
が
な
さ
れ
た
場
合
の
免
責
法
理
を
定
立
す
る
こ
と
が
既
存
の
判

例
法
理
と
の
間
で
齟
齬
を
生
じ
な
い
こ
と
も
確
認
す
る
。

㈠
　
公
共
性
や
公
益
目
的
は
事
案
に
関
わ
ら
な
い
必
須
の
要
件
か

　
仮
に
、
公
共
性
や
公
益
目
的
が
い
か
な
る
名
誉
毀
損
に
お
い
て
も
必
須
の
要
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
上
記
ル
ー
ル
は
真
実
性
・
相
当
性

の
法
理
と
整
合
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
が
公
共
性
や
公
益
目
的
を
要
件
と
し
て
い
る
理

由
を
確
認
す
る
。
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公
共
性
要
件
と
公
益
目
的
要
件
は
、
刑
法
二
三
〇
条
の
二
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
条
に
つ
い
て
最
高
裁
は
「
人
格
権
と
し
て
の

個
人
の
名
誉
の
保
護
と
、
憲
法
二
一
条
に
よ
る
正
当
な
言
論
の
保
障
と
の
調
和
を
は
か
っ
）
93
（

た
」
規
定
だ
と
述
べ
て
い
る
。
他
人
の
名
誉
を

毀
損
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
て
も
名
誉
毀
損
罪
に
な
ら
な
い
の
は
、
当
該
表
現
が
社
会
の
公
益
の
目
的
に
奉
仕
す
る
か
ら
で
あ
り
、
公
益

に
関
係
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
言
論
は
尊
重
さ
れ
る
前
提
を
欠
く
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
事
実
の
公
共
性
、
目
的
の
公
益
性
が
要
求

さ
れ
た
と
さ
れ
）
94
（
る
。

　
こ
れ
を
民
事
責
任
に
当
て
は
め
て
考
え
れ
ば
、
た
と
え
そ
の
表
現
が
人
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
言
論
が
客
観
的
に
み
て
公
共
の
利
益
、
す
な
わ
ち
社
会
全
体
の
多
く
の
人
々
（
公
共
）
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
と
な
る
た
め
に
「
正
当
な

言
論
」
で
あ
る
と
し
て
不
法
行
為
が
正
当
化
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
公
共
性
要
件
は
い
わ
ば
当
該
表
現
を
す
る
「
理
由
な
い
し

必
要
性
」
を
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
要
求
し
た
も
の
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、「
正
当
な
言
論
」
と
い
う
た
め
に
は
行
為
の
目
的
に
も
正
当

性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
益
目
的
要
件
は
、
当
該
表
現
行
為
の
適
切
性
な
い
し
相
当
性
を
示
す
趣
旨
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
公
共
性
は
当
該
名
誉
毀
損
表
現
の
「
理
由
な
い
し
必
要
性
」
の
観
点
か
ら
、
公
益
目
的
は
当
該
表
現
行
為
の
「
適
切
性

な
い
し
相
当
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
名
誉
毀
損
の
「
正
当
性
」
を
基
礎
づ
け
る
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
表
現
の
自
由
の
保
障
根
拠
と
し
て
、
憲
法
の
分
野
で
は
し
ば
し
ば
「
自
己
実
現
」
の
価
値
と
「
自
己
統
治
」
の
価
値
の
二

つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
「
個
人
が
言
論
活
動
を
通
じ
て
自
己
の
人
格
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
個
人
的
な
価
値
」
で
あ
り
、
後
者
は

「
言
論
活
動
に
よ
っ
て
国
民
が
政
治
的
意
思
決
定
に
関
与
す
る
と
い
う
、
民
主
政
に
資
す
る
社
会
的
な
価
）
95
（
値
」
で
あ
る
。
最
高
裁
も
、
表

現
の
自
由
は
「
民
主
主
義
国
家
の
政
治
的
基
盤
を
な
し
、
国
民
の
基
本
的
人
権
の
う
ち
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
も
）
96
（
の
」
と
述
べ
る
。
こ
の

よ
う
な
、
政
治
的
意
思
決
定
に
関
わ
る
言
論
が
、「
正
当
な
言
論
」
の
典
型
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
真
実
性
・

相
当
性
の
法
理
を
明
ら
か
に
し
た
最
判
昭
和
四
一
年
六
月
二
三
日
判
決
の
事
案
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
、
公
職
の
候
補
者
の
適
格
性
を
問
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う
た
新
聞
報
道
を
免
責
し
た
事
案
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
の
問
題
は
、
そ
う
し
た
政
治
的
意
思
決
定
に
関
わ
る
表
現
で
な
い
限
り
名
誉
毀
損
行
為
を
正
当
化
で
き
な
い
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
名
誉
毀
損
に
つ
い
て
不
法
行
為
責
任
が
成
立
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
あ
く
ま
で
名
誉
と
表
現
の
自
由
と
を
い
か
に
適
切
に
バ
ラ

ン
シ
ン
グ
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
考
え
る
と
、
名
誉
毀
損
の
「
正
当
化
」
が
要
求
さ
れ
る
程
度
は
、
社
会
的
評
価

の
低
下
の
程
度
と
の
関
係
で
相
対
的
に
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
つ
ま
り
、
評
価
が
毀
損
さ
れ
た
「
社
会
」
の
範
囲
が
広
く
、
被
害
者
に
与
え
た
影
響
が
大
き
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
を
正
当
化
で

き
る
か
は
厳
格
に
解
す
る
必
要
が
あ
り
、
当
該
言
論
の
必
要
性
や
適
切
性
な
い
し
相
当
性
も
高
度
の
も
の
が
要
求
さ
れ
、
公
共
性
お
よ
び

公
益
目
的
が
認
め
ら
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
正
当
化
が
許
さ
れ
る
。
現
に
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
を
明
ら
か
に
し
た
最
判
昭
和
四
一
年

六
月
二
三
日
判
決
の
事
案
は
、
読
売
新
聞
朝
刊
第
七
面
に
「
二
月
選
挙
の
内
幕
　
署
名
狂
や
ら
殺
人
前
科
」
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル

と
も
い
え
る
見
出
し
の
も
と
、
国
政
選
挙
の
候
補
者
に
つ
い
て
殺
人
事
件
の
前
科
等
が
あ
る
旨
が
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
被

害
者
の
受
け
る
影
響
が
大
き
か
っ
た
事
案
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
社
会
的
評
価
の
低
下
自
体
は
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
事

案
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
評
価
毀
損
が
被
害
者
の
属
す
る
集
団
や
利
害
関
係
人
の
間
に
限
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
限
定
）
97
（

的
な
も
の
で
あ
る
と
き

に
は
、
そ
の
正
当
化
は
よ
り
緩
や
か
な
要
件
の
も
と
で
な
し
得
る
。
当
該
言
論
の
必
要
性
や
適
切
性
な
い
し
相
当
性
も
相
対
的
に
低
い
も

の
で
足
り
、
当
該
言
論
が
た
と
え
政
治
的
意
思
決
定
に
関
わ
る
表
現
な
ど
社
会
全
体
の
利
益
と
な
る
場
合
と
ま
で
言
え
な
く
と
も
、
当
該

集
団
や
利
害
関
係
人
の
利
益
に
な
る
言
論
で
あ
れ
ば
評
価
毀
損
を
正
当
化
し
得
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
名
誉
毀
損
の
不
法
行
為
の
成
否
を
「
社
会
的
評
価
の
低
下
」
と
そ
の
「
正
当
化
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
社
会
的
評
価

の
低
下
の
「
程
度
」
と
そ
の
正
当
化
要
件
の
「
厳
格
さ
」
と
の
間
に
対
応
関
係
（
被
侵
害
利
益
の
侵
害
の
程
度
と
、
加
害
行
為
に
備
わ
る
べ
き

要
件
と
の
間
の
相
関
関
係
）
が
あ
る
と
考
え
る
と
、
公
共
性
要
件
と
公
益
目
的
要
件
は
あ
く
ま
で
、
当
該
表
現
の
必
要
性
・
適
切
性
な
い
し
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相
当
性
が
最
も
厳
格
に
要
求
さ
れ
る
典
型
場
面
を
規
定
し
た
要
件
で
あ
っ
て
、
社
会
的
評
価
の
低
下
の
程
度
に
関
わ
ら
ず
い
か
な
る
名
誉

毀
損
事
件
に
お
い
て
も
必
須
の
要
件
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈡
　
非
公
益
類
型
に
お
け
る
利
益
衡
量

　
前
述
の
よ
う
に
、
限
定
的
な
評
価
毀
損
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
で
も
、
当
該
表

現
の
必
要
性
や
適
切
性
な
い
し
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
行
為
は
正
当
化
さ
れ
得
る
。
で
は
、
非
公
益
類
型
の
よ
う
な
事
案
に

お
け
る
加
害
行
為
の
必
要
性
や
適
切
性
な
い
し
相
当
性
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
（
い
か
な
る
利
益
の
保
護
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
）。

ま
た
、
被
侵
害
利
益
の
程
度
・
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

　
本
稿
冒
頭
で
、
公
共
性
や
公
益
目
的
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
表
現
行
為
に
よ
っ
た
も
の
の
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
に
よ
る
こ
と
な

く
不
法
行
為
責
任
を
否
定
し
た
裁
判
例
が
存
在
す
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
案
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
裁
判
例
⑴
は
、
原
告
の
父
が
、
被
告
に
対
し
、
被
告
が
原
告
の
長
女
と
婚
姻
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
被
告
が
原
告
両

名
・
世
話
人
数
名
の
面
前
で
「
原
告
家
の
血
統
が
悪
い
か
ら
」
と
言
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
裁
判
例
⑵
は
、
大
学
教
授
で
あ
る
原
告

に
つ
い
て
、
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
問
題
が
あ
る
旨
を
同
僚
教
授
で
あ
る
被
告
が
教
授
会
で
発
言
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る

（
裁
判
例
⑷
も
同
趣
旨
の
事
案
）。
裁
判
例
⑶
は
、
日
本
人
男
性
（
原
告
）
の
所
在
地
を
見
つ
け
出
す
目
的
で
、
か
つ
て
原
告
と
フ
ィ
リ
ピ
ン

で
婚
姻
手
続
を
了
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
（
被
告
）
が
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
上
に
、
原
告
が
重
婚
を
し
て
い
る
旨
の
事
実
を
掲
載
し
た

と
い
う
事
案
で
あ
る
。
裁
判
例
⑸
は
、
医
師
（
原
告
）
の
診
察
を
受
け
た
患
者
（
被
告
）
が
、「
診
察
中
に
太
も
も
等
を
不
必
要
に
触
ら

れ
た
」
な
ど
の
事
実
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
機
能
を
用
い
て
知
人
医
師
に
伝
達
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
原
告
の
社
会

的
評
価
を
低
下
さ
せ
た
と
の
評
価
は
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
社
会
的
評
価
の
低
下
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
免
責
す
る
と
い
う
法

律
構
成
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
。
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裁
判
例
⑴
で
は
、
誰
を
結
婚
相
手
と
選
択
す
る
か
と
い
う
利
益
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
同
⑵
お
よ
び
⑷
で
は
、
あ
る
大
学
教
員
の
不

適
切
な
行
為
に
関
す
る
情
報
を
教
員
間
で
情
報
共
有
す
る
利
益
が
、
ま
た
、
同
⑶
は
、
提
訴
に
必
要
な
前
提
情
報
を
収
集
す
る
利
益
、
同

⑸
で
は
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
の
回
復
を
求
め
る
に
必
要
な
情
報
交
換
を
行
う
利
益
な
ど
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
自
己

の
人
格
発
展
や
政
治
的
意
思
決
定
に
資
す
る
点
に
価
値
の
重
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、「
公
共
の
利
益
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、

円
滑
な
社
会
生
活
を
送
る
上
で
十
分
尊
重
に
値
す
る
利
益
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
法
の
自
己
利
益
特
権
や
他
者
利
益
特
権
に
お
い
て
は
、
少

な
く
と
も
間
接
的
な
法
的
保
護
を
受
け
る
の
に
十
分
重
要
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
方
に
照
ら
し
て
も
、
保
護
に

値
す
る
利
益
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
以
上
、
当
該
表
現
を
す
る
理
由
な
い
し
必
要
性

は
否
定
で
き
ず
、
名
誉
毀
損
の
程
度
が
限
定
的
で
あ
る
限
り
不
法
行
為
責
任
か
ら
の
解
放
を
認
め
て
も
不
合
理
で
は
な
い
。
現
に
い
ず
れ

の
裁
判
例
も
不
法
行
為
責
任
を
否
定
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
当
該
表
現
の
適
切
性
な
い
し
相
当
性
を
見
て
も
、
い
ず
れ
の
事
案
も
、
あ
え
て
不
必
要
な
相
手
に
拡
散
し
た
と
い
う
事
情
は
認

め
ら
れ
な
い
。
裁
判
例
⑷
は
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
や
や
穏
当
さ
を
欠
く
と
い
う
見
方
も
可
能
で

あ
る
が
、
行
方
の
わ
か
ら
な
か
っ
た
原
告
を
探
す
と
い
う
真
摯
な
目
的
の
も
と
、
他
に
有
効
な
手
段
も
見
出
し
難
い
状
況
下
で
採
ら
れ
た

手
段
で
あ
る
し
、
読
者
も
一
定
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
不
適
切
と
ま
で
は
言
え
な
い
（
判
決
文
を
見
る
限
り
、
当
該
情
報
が
不
必
要

な
第
三
者
に
ま
で
拡
散
し
て
原
告
が
被
害
を
受
け
た
と
い
っ
た
事
実
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
）。

　
以
上
の
よ
う
に
、
非
公
益
類
型
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
利
益
は
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
に
よ
り
図
ら
れ
る
べ
き
利
益
と
は
異
な
る

も
の
の
、
一
定
程
度
で
保
護
す
べ
き
理
由
は
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
は
異
な
る
枠
組
み
に
よ
っ
て
不
法
行
為
責

任
の
成
否
を
判
断
す
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
に
は
十
分
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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㈢
　
自
己
、
第
三
者
の
利
益
や
共
益
の
た
め
に
名
誉
毀
損
が
な
さ
れ
た
場
合
の
不
法
行
為
の
免
責
要
件

　
で
は
、
免
責
の
た
め
に
具
体
的
に
い
か
な
る
要
件
を
定
立
す
る
の
が
適
切
か
。
公
共
性
要
件
に
代
え
て
当
該
表
現
行
為
の
「
理
由
な
い

し
必
要
性
」
が
あ
る
こ
と
を
要
求
し
、
ま
た
、
公
益
目
的
要
件
に
代
え
て
当
該
表
現
の
「
適
切
性
な
い
し
相
当
性
」
を
要
求
す
る
と
言
っ

て
も
、
こ
れ
ら
で
は
依
然
と
し
て
抽
象
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
よ
り
具
体
的
な
要
件
を
検
討
す
る
。
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
ど
の
よ

う
な
場
合
で
あ
れ
ば
評
価
毀
損
に
よ
る
違
法
性
有
責
性
を
払
拭
し
う
る
か
（
評
価
毀
損
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
図
ら
れ
る
か
）
と
い
う
観
点
を
基

本
的
な
軸
と
し
て
据
え
、
加
害
者
側
の
事
情
、
被
害
者
側
の
事
情
、
に
分
け
て
検
討
す
る
。

1　

加
害
者
側
の
事
情

　
⑴
　
加
害
者
が
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と

　
加
害
者
自
身
と
の
関
連
性
が
全
く
な
い
場
合
な
ど
、
無
関
係
の
者
に
よ
る
名
誉
毀
損
を
行
う
こ
と
を
救
済
す
る
理
由
は
な
い
か
ら
、
当

該
表
現
行
為
の
「
理
由
な
い
し
必
要
性
」
と
し
て
、
加
害
者
が
名
誉
毀
損
事
項
に
つ
い
て
利
害
関
係
が
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
加
害
者
自
身
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
場
合
に
は
そ
の
利
益
が
加

害
者
自
身
ま
た
は
受
取
人
な
い
し
第
三
者
の
重
要
な
利
益
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
、
共
益
を
図
る
場
合
に
は
加
害
者
が
当

該
利
益
を
共
通
に
す
る
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
べ
き
と
考
え
る
。

　
⑵
　
利
益
を
図
る
目
的

　
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
に
お
け
る
公
益
目
的
要
件
は
、
当
該
表
現
の
「
適
切
性
な
い
し
相
当
性
」
を
表
す
要
件
で
あ
る
。
自
己
利
益
、

他
者
利
益
、
共
益
の
保
護
の
た
め
に
さ
れ
る
場
合
も
、
行
為
の
適
切
性
な
い
し
相
当
性
を
基
礎
づ
け
る
要
件
と
し
て
、
当
該
利
益
を
図
る

目
的
を
要
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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目
的
自
体
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
公
益
目
的
の
有
無
は
「
表
現
方
法
や
事
実
調
査
の
程
）
98
（
度
」
な
ど
が
考
慮
さ
れ
る
と
す
る
の
が

我
が
国
の
最
高
裁
判
例
の
考
え
方
で
あ
り
（
こ
の
考
え
方
は
民
事
責
任
に
も
及
ぶ
と
解
さ
れ
て
い
）
99
（

る
）、
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
。
自
己
利
益
、

他
者
利
益
、
共
益
を
図
る
目
的
の
有
無
の
判
定
に
お
い
て
も
同
様
の
手
法
が
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
摘
示
方
法
の
妥
当

性
（
不
必
要
な
範
囲
の
者
に
公
表
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
な
い
か
ど
う
か
）
も
利
益
目
的
の
有
無
の
判
定
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。

2　

被
害
者
側
の
事
情
（
公
表
さ
れ
た
範
囲
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
）

　
前
述
の
よ
う
に
、
評
価
が
毀
損
さ
れ
た
「
社
会
」
の
範
囲
が
広
く
、
被
害
者
に
与
え
た
影
響
が
大
き
い
よ
う
な
場
合
は
、
公
共
の
利
益

に
関
わ
る
事
柄
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
共
性
ま
た
は
公
的
目
的
が
な
く
、
自
己
、
第
三
者

ま
た
は
共
益
の
た
め
に
名
誉
毀
損
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
免
責
を
可
と
し
得
る
た
め
は
、
評
価
毀
損
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
た
範
囲

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
、
不
必
要
な
範
囲
の
者
に
公
表
さ
れ
た
場
合
に
は
特
権
の
濫

用
と
な
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
参
考
に
す
る
と
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
公
表
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
の
み
公
表
さ
れ
た
場
合

に
限
っ
て
免
責
を
認
め
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。

3　

内
容
の
真
実
性
及
び
そ
れ
に
関
す
る
加
害
者
の
認
識
に
つ
い
て

　
内
容
の
真
実
性
は
免
責
の
た
め
の
要
件
と
す
べ
き
か
。
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
内
容
が
真
実
で
あ
る
場
合
に
は
条
件
付
免
責
特
権
を
適
用

す
る
ま
で
も
な
く
真
実
の
抗
弁
が
成
立
す
る
た
め
、
条
件
付
免
責
特
権
は
内
容
が
真
実
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
（
但
し
虚
偽
性
の
悪
意
・

重
過
失
が
あ
る
場
合
は
除
く
）。
我
が
国
で
は
、
内
容
が
真
実
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
免
責
さ
れ
な
い
か
ら
、
内
容
の
真
実
性
が
要

件
と
し
て
必
要
か
が
問
題
と
な
る
。

　
ま
ず
、
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
場
合
よ
り
も
真
実
で
あ
る
場
合
の
方
が
違
法
性
の
程
度
は
小
さ
い
か
ら
、
内
容
が
真
実
で
あ
る
場
合
に
は
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少
な
く
と
も
免
責
を
可
と
す
る
方
向
で
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
内
容
が
虚
偽
で
あ
り
、
加
害
者
が
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
、
多
少
の
注
意
を
払
え
ば
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
得
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
か
か
る
注
意
を
怠
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
免
責
さ
れ
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
も
、

名
誉
毀
損
事
項
の
虚
偽
性
に
つ
い
て
悪
意
ま
た
は
重
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
権
の
濫
用
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
た
。

　
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
も
の
の
、
加
害
者
が
真
実
と
誤
信
し
て
お
り
、
そ
れ
を
真
実
と
信
じ
た
こ
と
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
相

当
性
の
法
理
と
同
様
に
、
や
は
り
免
責
を
可
と
す
る
方
向
で
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

4　

結　

論

　
以
上
の
通
り
、
①
加
害
者
が
、
当
該
名
誉
毀
損
的
表
現
の
内
容
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
、
②
自
己
、
第
三
者
ま

た
は
自
己
の
属
す
る
グ
ル
ー
プ
の
利
益
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
な
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
（
表
現
方
法
が
妥
当
で
あ
っ
た
こ
と
を
含
む
）、
③

現
に
公
表
さ
れ
た
範
囲
が
、
当
該
名
誉
毀
損
的
表
現
の
内
容
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
る
な
ど
、
公
表
の
必
要
性
が
認
め
ら

れ
る
範
囲
で
あ
っ
た
と
い
う
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
④
少
な
く
と
も
摘
示
事
実
が
真
実
か
真
実
と
信
じ
た
こ
と
に
相
当
の
理
由
が
あ

る
限
り
、
加
害
者
の
不
法
行
為
責
任
を
免
責
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

㈣
　
非
公
益
類
型
へ
の
あ
て
は
め
と
他
の
法
律
構
成
に
よ
る
解
決
可
能
性

1　

非
公
益
類
型
へ
の
あ
て
は
め

　
公
共
性
や
公
益
目
的
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
表
現
行
為
に
よ
っ
て
人
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
た
事
案
に
お
い
て
、
真
実
性
・
相
当

性
の
法
理
に
よ
る
こ
と
な
く
不
法
行
為
責
任
を
否
定
し
た
先
の
裁
判
例
の
事
案
に
、
本
稿
が
提
示
し
た
判
断
枠
組
み
を
用
い
た
場
合
に
事

案
の
解
決
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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裁
判
例
⑴
は
、
誰
と
結
婚
す
る
か
と
い
う
自
己
の
利
益
に
つ
い
て
、
婚
姻
で
き
な
い
理
由
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
に
答
え
る
た
め

に
、
相
手
本
人
お
よ
び
家
族
に
対
し
て
名
誉
毀
損
的
言
動
を
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
⑵
や
⑷
で
は
、
自
己
の
利
益
で
は
な
い
も
の

の
自
己
が
属
す
る
大
学
に
お
け
る
あ
る
教
員
の
不
適
切
な
行
為
に
関
す
る
情
報
を
教
員
間
で
情
報
共
有
す
る
利
益
が
認
め
ら
れ
る
状
況
下

で
、
こ
れ
を
守
る
た
め
に
、
教
授
会
と
い
う
限
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
名
誉
毀
損
的
言
動
が
な
さ
れ
た
。
同
⑶
や
⑸
で
は
、
提
訴
に
必
要
な

前
提
情
報
を
収
集
す
る
利
益
や
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
の
回
復
を
求
め
る
に
必
要
な
情
報
交
換
を
行
う
利
益
な
ど
、
い
ず
れ
も
自
己
の

正
当
な
利
益
を
守
る
た
め
に
限
定
的
な
範
囲
で
な
さ
れ
て
い
る
。
摘
示
事
実
の
内
容
は
い
ず
れ
も
真
実
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず

れ
も
、
①
当
該
名
誉
毀
損
的
表
現
の
内
容
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
、
②
自
己
、
第
三
者
ま
た
は
自
己
の
属
す
る
グ
ル
ー
プ
の

利
益
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
、
③
公
表
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
の
者
に
、
④
真
実
の
内
容
を
公
表
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、

真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
の
適
用
に
よ
れ
ば
免
責
で
き
な
い
が
、
上
記
判
断
枠
組
み
に
よ
っ
て
は
免
責
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

本
稿
が
示
し
た
判
断
枠
組
み
と
他
の
法
律
構
成
と
の
関
係

　
本
稿
で
示
し
た
判
断
枠
組
み
が
、
非
公
益
類
型
を
免
責
し
得
る
他
の
法
律
構
成
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
整
理
す
る
。

　
⑴
　「
違
法
性
」
な
い
し
「
実
質
的
違
法
性
」
論

　
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、「
非
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
型
事
件
」
な
ど
の
中
に
は
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
以
外

に
不
法
行
為
の
成
立
を
否
定
す
る
判
断
方
法
が
必
要
な
事
例
が
あ
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
て

）
101
）（
100
（
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
上
記
裁
判
官
の
研
究
に
お
い
て
も
、「
実
質
的
違
法
性
」
に
よ
る
事
件
処
理
に
関
し
て
は
「
実
質
的
な
違
法
性
判
断
は
基

準
が
あ
い
ま
い
で
判
断
が
恣
意
的
に
な
る
、
と
の
反
対
意
見
も
あ
っ
）
102
（
た
」
と
の
裁
判
官
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、「
違
法
性
」「
実
質
的
違
法
性
」
の
判
断
は
定
型
的
で
な
い
た
め
、
客
観
的
な
判
断
が
担
保
さ
れ
る
の
か
に
疑
問
が
生
じ
得
る
。
さ
ら

に
、
上
記
学
説
の
文
献
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
実
質
的
違
法
性
」
論
を
明
確
に
否
定
す
る
裁
判
例
も
存
在
し
て
い
）
103
（
る
。
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本
稿
で
示
し
た
判
断
枠
組
み
は
、
公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
認
め
ら
れ
な
い
事
案
の
す
べ
て
を
射
程
と
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、

違
法
性
判
断
の
手
法
が
有
用
な
場
合
の
あ
り
得
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
非
公
益
類
型
に
関
し
て
は
、
違
法

性
要
件
の
判
定
基
準
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
断
の
明
確
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
⑵
　
社
会
的
評
価
の
低
下
を
否
定
で
き
る
場
合

　
前
述
の
よ
う
に
、
名
誉
毀
損
表
現
が
流
布
し
た
範
囲
が
ど
の
程
度
か
と
い
う
事
情
や
、
被
害
者
と
加
害
者
の
間
に
い
か
な
る
関
係
が
あ

る
か
（
当
事
者
の
関
係
）
と
い
っ
た
事
情
（「
定
型
的
な
真
実
性
・
相
当
性
の
抗
弁
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
が
困
）
104
（
難
」
な
事
情
）
を
、

「
社
会
的
評
価
の
低
下
」
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
現
に
そ
の
よ
う
な
判
断
を
す
る
裁
判
例
も
少
な
く
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
社
会
的
評
価
の
低
下
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
法
行
為
の
成
立
を
否
定
し
得
る
事
案
に
お
い
て
は
、
本
稿
が
示

し
た
判
断
枠
組
み
を
用
い
る
必
要
は
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
上
記
で
挙
げ
た
裁
判
例
が
い
ず
れ
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
社
会
的
評
価
の
低
下
自
体
を
否
定
し
得
な
い
場
合
に
は
、

本
稿
が
示
し
た
判
断
枠
組
み
が
必
要
と
な
る
。

　
⑶
　
正
当
防
衛
や
正
当
行
為
が
成
立
す
る
場
合

　
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
た
め
に
な
し
た
名
誉
毀
損
が
、
正
当
防
衛
（
民
法
七
二
〇
条
）
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
こ

れ
に
よ
り
違
法
性
を
阻
却
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
裁
判
例
⑴
の
よ
う
に
加
害
者
に
向
け
た
「
不
法
行
為
」（
民
法
七
二
〇

条
）
が
存
在
し
な
い
場
合
や
、
加
害
行
為
が
あ
っ
て
も
現
在
性
が
あ
る
と
言
え
る
か
に
疑
問
が
あ
る
場
合
、
正
当
防
衛
に
よ
る
解
決
は
困

難
で
あ
る
た
め
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
本
稿
が
示
し
た
枠
組
み
が
必
要
と
な
る
。

　
ま
た
、
正
当
行
為
と
し
て
違
法
性
阻
却
を
行
う
裁
判
例
も
存
在
す
る
が
、
結
局
は
い
か
な
る
行
為
が
正
当
行
為
と
い
う
問
題
に
行
き
着

く
こ
と
と
な
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
な
利
益
の
分
析
等
が
必
要
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　
⑷
　
労
働
行
為
、
訴
訟
行
為
の
場
合
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後
述
の
と
お
り
、
労
働
行
為
や
訴
訟
行
為
に
お
け
る
名
誉
毀
損
に
つ
い
て
は
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
は
異
な
る
判
断
枠
組
み
が
採

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
違
法
性
阻
却
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
類
型
以
外
で
は
本
稿
が
示
し
た
判
断
枠
組
み
が
必
要

と
な
る
。

㈤
　
他
の
人
格
的
利
益
の
判
例
法
理
と
の
関
係

　
最
高
裁
は
、
名
誉
の
周
辺
概
念
で
あ
る
人
格
的
利
益
の
侵
害
の
ケ
ー
ス
で
は
、
不
法
行
為
責
任
の
判
断
方
法
（
利
益
衡
量
の
方
法
）
に

つ
い
て
、
必
ず
し
も
一
律
の
も
の
を
適
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
対
立
す
る
利
益
に
よ
っ
て
判
断
方
法
を
変
え
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、「
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
が
名
誉
毀
損
の
不
法
行
為
責
任
の
成
否
を
決
す
る
唯
一
の
基
準
で
あ
る
必
要
は
な
い
」

と
の
理
解
を
補
強
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
不
法
行
為
の
成
否
に
つ
い
て
、
⑴
個
別
的
比
較
衡
量
基
準
を
採
用
す
る
場
合
も
あ

れ
）
105
（
ば
、
⑵
個
別
的
比
較
衡
量
基
準
に
よ
ら
な
い
場
合
も
あ
）
106
（
り
、
必
ず
し
も
一
律
の
判
断
基
準
で
は
考
え
て
い
な
い
。
⑴
と
⑵
と
で
異
な
る

判
断
枠
組
み
が
採
ら
れ
て
い
る
の
は
、
⑴
と
⑵
と
で
は
相
対
立
し
て
い
る
被
害
者
側
の
利
益
（
被
侵
害
利
益
）
と
加
害
者
側
の
利
益
の
い

ず
れ
も
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑴
の
場
合
は
、
私
生
活
を
秘
匿
す
る
利
益
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作

品
に
係
る
表
現
活
動
の
自
由
や
週
刊
誌
の
出
版
の
自
由
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
⑵
の
場
合
は
自
己
に
関
す
る
情
報
の
利
用

に
関
わ
る
利
益
と
警
備
の
必
要
性
の
衡
量
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
裁
判
例
で
は
、
表
現
の
自
由
と
は
異
な
る
利
益
と
名
誉
が
対
立
し
て
い
る
場
面
、
た
と
え
ば
、
労
働
行
為
に
お
け
る
名
誉
毀
）
107
（

損
や

訴
訟
活
動
に
お
け
る
名
誉
毀
損
の
場
）
108
（

合
に
お
い
て
は
、
裁
判
例
は
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
は
別
の
判
断
枠
組
み
を
用
い
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
最
高
裁
判
例
・
裁
判
例
の
存
在
は
、
利
益
衡
量
の
内
容
や
名
誉
と
の
対
立
利
益
が
異
な
る
場
合
に
は
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る

判
断
枠
組
み
も
異
な
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
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五
　
結
び
に
代
え
て

　
本
稿
で
は
、
公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
認
め
ら
れ
な
い
名
誉
毀
損
表
現
の
う
ち
、
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
や
共
益
を
図
る
目
的

で
こ
れ
ら
の
利
益
に
関
わ
る
行
為
に
及
ん
だ
場
合
の
不
法
行
為
責
任
免
責
の
定
型
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
法
の
議
論
を
参
考

に
し
つ
つ
検
討
し
た
。
本
稿
で
の
検
討
に
よ
っ
て
公
共
性
ま
た
は
公
益
目
的
が
な
い
名
誉
毀
損
事
案
の
全
て
を
包
括
的
に
検
討
し
き
れ
た

わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
や
共
益
を
図
る
目
的
で
こ
れ
ら
の
利
益
に
関
わ
る
行
為
に
及
ん
だ
場

合
（
非
公
益
類
型
）
に
関
し
て
は
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
は
異
な
る
判
断
基
準
の
定
型
化
が
可
能
か
つ
有
用
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ア
メ
リ
カ
法
で
は
加
害
者
側
・
被
害
者
側
の
双
方
利
益
の
多
様
性
に
即
し
た
多
様
な
免
責
特
権
が
存
在
し
て
い
た
。
我
が
国
の
真
実

性
・
相
当
性
の
法
理
は
も
と
も
と
、
必
ず
し
も
「
名
誉
権
」
の
侵
害
の
「
程
度
」（
社
会
的
評
価
の
程
度
）
が
ど
の
レ
ベ
ル
か
と
い
う
点
や
、

表
現
の
自
由
が
具
体
的
に
守
ろ
う
と
し
て
い
る
利
益
が
い
か
な
る
内
容
の
も
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
ま
で
具
体
的
に
踏
み
込
ん
だ
利

益
衡
量
の
枠
組
み
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
法
か
ら
見
れ
ば
、
我
が
国
の
同
法
理
は
あ
く
ま
で
、
あ
り
得
る
様
々
な
利
益
衡
量
の
う
ち
の
一

つ
の
局
面
を
規
定
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
、
我
が
国
の
判
例
法
理
の
も
と
で

も
、
他
の
利
益
衡
量
が
必
要
と
な
る
場
面
で
こ
れ
と
異
な
る
判
断
枠
組
み
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
整
合
し
な

い
も
の
で
は
な
く
、
我
が
国
に
お
い
て
も
十
分
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
公
共
性
概
念
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
例
で
は
、「
公
務
員
又
は
公
職
選
挙
の
候
補
者
に
対
す
る
評
価
、
批
判
等
の
表
現
行
為
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
自
体
か
ら
、
一
般
に
そ
れ
が
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
）
109
（
き
」
る
と
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
ま
た
、
私
人
の
私
生
活
上
の
行
状
が
刑
法
二
三
〇
条
の
二
第
一
項
に
い
う
「
公
共
ノ
利
害
ニ
関
ス
ル
事
実
」
に
当
た
る
場

合
も
あ
り
得
）
110
（
る
と
さ
れ
る
な
ど
（
こ
れ
は
刑
事
事
件
で
は
あ
る
が
、
民
事
責
任
に
も
こ
の
考
え
方
は
及
ぶ
と
解
さ
れ
て
い
）
111
（
る
）、
そ
の
内
包
の
一
端
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を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
判
例
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
公
共
性
概
念
の
外
延
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
念

頭
に
お
く
と
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
は
異
な
る
枠
組
み
の
必
要
性
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
何
よ
り
も
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
名
誉
毀
損
事
案
が
多
様
で
あ
る
こ
と
踏
ま
え
れ
ば
、
真
実
性
・
相
当
性
の
法
理
と
の
整
合
性
を

確
保
し
つ
つ
、
事
案
の
類
型
に
応
じ
た
判
断
枠
組
み
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
利
害
関
係
の
重
要
性
や
、
摘
示
方
法
の
妥
当
性
と
し
て
ど
の
レ
ベ
ル
の
も
の
を
要
求
す
る
か
な
ど
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
要
件
設
定

を
す
る
の
が
適
切
か
に
つ
い
て
は
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）  

最
判
昭
和
四
一
年
六
月
二
三
日
・
民
集
二
〇
巻
五
号
一
一
一
八
頁
。

（
2
）  

平
川
宗
信
『
名
誉
毀
損
罪
と
表
現
の
自
由
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
一
二
二
頁
。

（
3
）  

竹
田
稔
『〔
増
補
改
訂
版
〕
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
民
事
責
任
』（
判
例
時
報
社
、
一
九
九
八
年
）
二
九
八
頁
。 

（
4
）  

論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
号
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
一
一
〇
頁
以
下
。

（
5
）  

和
久
一
彦
ほ
か
「
名
誉
毀
損
関
係
訴
訟
に
つ
い
て

―
非
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
型
事
件
を
中
心
と
し
て

―
」
判
タ
一
二
二
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）

四
九
頁
以
下
、
六
四
頁
。

（
6
）  

和
久
ほ
か
・
前
掲
注
（
5
）
六
一
頁
、
六
四
頁
。

（
7
）  

窪
田
ほ
か
『
事
件
類
型
別
　
不
法
行
為
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
一
年
）
三
一
七
頁
〔
建
部
雅
〕。
そ
の
他
、
平
野
裕
之
『
民
法
総
合
6
　
不
法

行
為
法
〔
第
3
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
）
九
七
頁
は
、
社
会
的
評
価
の
低
下
の
判
断
に
際
し
公
然
性
が
要
件
と
な
る
か
否
か
を
論
じ
る
文

脈
で
は
あ
る
が
、「
あ
る
者
と
の
結
婚
を
考
え
て
い
る
者
に
、
そ
の
者
は
結
婚
詐
欺
師
だ
と
教
え
る
」
と
い
う
よ
う
な
事
例
で
は
、「
そ
の
特
定
人

の
利
益
の
た
め
で
あ
る
と
し
て
、
公
益
目
的
と
い
っ
た
免
責
事
由
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
恐
れ
」
が
あ
る
た
め
、「
違
法
性
阻
却
の
ハ
ー
ド
ル
を
緩

和
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
8
）  

正
当
防
衛
や
正
当
行
為
な
い
し
正
当
業
務
行
為
な
ど
の
一
般
的
な
違
法
性
阻
却
事
由
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
る
が
（
た
と
え
ば
、
建
部
・

前
掲
注
（
7
）
三
一
七
頁
以
下
）、
本
稿
の
主
た
る
検
討
対
象
は
、
そ
れ
ら
以
外
の
判
断
枠
組
み
で
あ
る
。

（
9
）  

た
と
え
ば
、
社
会
的
評
価
の
低
下
を
否
定
す
る
に
あ
た
っ
て
⑴
当
事
者
の
関
係
を
考
慮
し
た
も
の
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
一
月
一
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日
・
ウ
エ
ス
ト
ロ
ー
文
献
番
号
二
〇
一
三
Ｗ
Ｌ
Ｊ
Ｐ
Ｃ
Ａ
一
一
〇
一
八
〇
〇
六
、
⑵
表
現
に
至
る
経
緯
を
考
慮
し
た
も
の
と
し
て
東
京
地
判
平
成

三
〇
年
二
月
一
六
日
・
ウ
エ
ス
ト
ロ
ー
文
献
番
号
二
〇
一
八
Ｗ
Ｌ
Ｊ
Ｐ
Ｃ
Ａ
〇
二
一
六
八
〇
一
九
、
⑶
記
事
掲
載
の
影
響
を
考
慮
し
た
も
の
と
し

て
仙
台
地
判
平
成
一
九
年
一
二
月
一
九
日
・
判
例
秘
書
文
献
番
号
Ｌ
〇
六
二
五
〇
三
七
四
、
⑷
表
現
内
容
を
考
慮
し
た
も
の
と
し
て
那
覇
地
裁
令

和
三
年
二
月
一
九
日
・
判
例
秘
書
文
献
番
号
Ｌ
〇
七
六
五
〇
一
五
五
な
ど
が
あ
る
。

（
10
）  
表
現
に
よ
る
影
響
や
表
現
に
至
る
経
緯
等
の
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
た
結
果
と
し
て
不
法
行
為
責
任
を
否
定
す
べ
き
と
判
断
さ
れ
た
な
ら
ば
、

社
会
的
評
価
の
低
下
自
体
を
否
定
す
る
の
が
む
し
ろ
素
直
な
判
断
で
あ
っ
て
、
社
会
的
評
価
の
低
下
は
認
め
な
が
ら
さ
ら
に
そ
れ
が
「
違
法
」

「
実
質
的
違
法
」
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
と
い
う
裁
判
例
の
手
法
は
、
理
論
的
な
整
理
が
必
要
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
最
高
裁

が
名
誉
毀
損
の
意
義
を
「
社
会
的
評
価
の
低
下
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
（
後
掲
注
（
18
））
に
照
ら
す
と
、
表
現
行
為
が
他
人
の

社
会
的
評
価
の
低
下
を
も
た
ら
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
権
利
侵
害
が
あ
っ
て
原
則
と
し
て
違
法
性
の
あ
る
行
為
で
あ
り
、
一
定
の
要
件
を
満
た

し
た
場
合
に
は
じ
め
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
、
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
る
の
が
理
論
的
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
、
上
記
裁
判
官
の
研

究
に
お
い
て
も
、「
表
現
行
為
が
、
原
告
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
多
く
の
収
集
裁
判
例
は
…
…
真
実

性
・
相
当
性
の
抗
弁
へ
と
、
そ
の
判
断
を
進
め
て
い
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
和
久
・
前
掲
注
（
5
）
五
一
頁
参
照
）、
真
実
性
・
相
当
性
の

法
理
は
一
般
的
に
は
違
法
性
阻
却
事
由
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
前
田
陽
一
『
債
権
各
論
Ⅱ
不
法
行
為
法
』﹇
第
3
版
﹈（
弘
文
堂
、
二
〇
一

七
年
）
五
五
頁
等
）、
社
会
的
評
価
の
低
下
を
も
た
ら
す
行
為
は
違
法
の
評
価
を
受
け
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
11
）  

例
と
し
て
、
⑴
前
橋
地
判
昭
和
二
五
年
八
月
二
四
日
・
下
民
集
一
巻
八
号
一
三
三
三
頁
、
⑵
仙
台
地
判
平
成
一
三
年
二
月
二
〇
日
・
判
時
一
七

五
六
号
一
一
三
頁
、
⑶
東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
二
八
日
・
判
タ
一
四
一
九
号
三
三
一
頁
、
⑷
東
京
地
判
平
成
二
七
年
二
月
二
七
日
・
判
例

秘
書
文
献
番
号
Ｌ
〇
七
〇
三
〇
三
四
七
、
⑸
鹿
児
島
地
判
令
和
二
年
七
月
一
〇
日
・
判
例
秘
書
文
献
番
号
Ｌ
〇
七
五
五
〇
六
三
八
な
ど
が
あ
る
。

事
案
の
概
要
は
、
第
四
章
で
紹
介
す
る
。

（
12
）  

宗
宮
信
次
『
名
誉
権
論
』（
初
版
・
一
九
三
九
年
、
再
版
・
一
九
六
一
年
）
三
二
九
頁
以
下
。
宗
宮
は
、
違
法
と
は
条
理
違
反
で
あ
っ
て
「
正

当
利
益
の
た
め
の
正
当
手
段
で
あ
る
と
き
」（
原
文
は
旧
字
体
）
に
は
条
理
上
認
容
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
が
ゆ
え
に
違
法
を
阻
却
す
る
と
し
た
上

で
、
名
誉
毀
損
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
面
を
⑴
名
誉
権
侵
害
が
権
利
行
使
に
よ
る
場
合
、
⑵
正
当
な
利
益
保
護
の
場
合
、
⑶
新
聞
紙
法
四
五

条
・
出
版
法
三
一
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
⑷
真
実
を
陳
述
し
た
場
合
、
⑸
被
害
者
の
承
諾
の
あ
る
場
合
、
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
⑵
の

具
体
的
事
例
と
し
て
、
①
新
聞
雑
誌
の
記
事
が
直
接
・
間
接
に
公
益
の
た
め
に
な
る
場
合
や
、
②
他
人
の
非
行
を
防
圧
す
る
た
め
に
し
た
名
誉
毀

損
が
公
益
の
た
め
と
な
る
場
合
、
③
自
己
の
利
益
擁
護
の
た
め
に
名
誉
毀
損
し
た
場
合
、
④
他
人
の
利
益
の
た
め
に
し
た
場
合
な
ど
を
挙
げ
て
い
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る
。

（
13
）  

河
原
畯
一
郎
「
英
米
法
に
お
け
る
名
誉
棄
損
」
法
律
時
報
二
九
巻
六
号
（
一
九
五
七
年
）
二
三
頁
。

（
14
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

）
§ 559.

な
お
、com

m
unication

の
訳
に
つ
い
て
は
、「
通
信
」
と
す
る
も
の
（
三
島
宗
彦
『
人

格
権
の
保
護
』〔
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
〕
一
八
〇
頁
）
と
「
表
現
」
と
す
る
も
の
（
塚
本
重
頼
『
英
米
法
に
お
け
る
名
誉
毀
損
の
研
究
』〔
中
央

大
学
出
版
部
、
一
九
八
八
年
〕
一
三
二
頁
）、「
公
表
」
と
す
る
も
の
（
田
中
英
夫
編
集
代
表
『
英
米
法
辞
典
』〔
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一

年
〕）
が
あ
る
。
名
誉
毀
損
の
不
法
行
為
の
訴
訟
原
因
と
し
て
必
要
な
“publication

” （
公
表
）
とcom

m
unication

を
区
別
す
る
意
味
で
、
こ

こ
で
は
「
公
表
」
で
は
な
く
「
表
現
」
と
し
て
塚
本
教
授
の
訳
に
拠
っ
た
。

（
15
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 577 Com
m
ent b.

（
16
）  Id.

（
17
）  Restatem

ent （Second
） of Torts （1977

） 

§ 558 Com
m
ent e.

（
18
）  

最
判
昭
和
四
五
年
一
二
月
一
八
日
・
民
集
二
四
巻
一
三
号
二
一
五
一
頁
は
、「
名
誉
」
の
「
毀
損
」
と
は
人
の
「
社
会
的
評
価
の
低
下
」
を
意

味
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

（
19
）  

大
橋
正
春
「
名
誉
棄
損
の
成
否

―
『
一
般
の
読
者
の
普
通
の
注
意
と
読
み
方
』
に
つ
い
て
」
松
嶋
英
機
ほ
か
編
・
門
口
正
人
判
事
退
官
記
念

論
文
集
『
新
し
い
時
代
の
民
事
司
法
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一
年
）
五
一
〇
頁
。 

（
20
）  

「
陳
述
」（
原
語
はstatem
ent

）
は
口
頭
の
み
な
ら
ず
文
書
に
よ
る
も
の
も
含
ん
だ
概
念
で
あ
る
。

（
21
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977
） 
§ 558.

（
22
）  H

epps v. Philadelphia N
ew
spapers, Inc., 506 Pa. 304, 485 A2d 374, 379 

（1984

）; Restatem
ent 

（Second

） of Torts 

（1977

）  

§ 581A com
m
ent b.

（
23
）  Restatem
ent, supra note 15.

（
24
）  Restatem

ent, supra note 17, 

§ 580A, 

§ 580B.

（
25
）  

大
江
忠
『
要
件
事
実
民
法
（
六
）
法
定
債
権
』
第
四
版
（
第
一
法
規
、
二
〇
一
五
年
）
二
〇
三
、
三
六
八
〜
三
八
〇
頁
、
真
田
範
行
「
名
誉
毀

損
訴
訟
の
要
件
事
実
的
整
理
」
判
タ
一
〇
七
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
四
八
頁
、
岡
口
基
一
『
要
件
事
実
マ
ニ
ュ
ア
ル
第
二
巻
』
第
五
版
（
ぎ
ょ
う

せ
い
、
二
〇
一
六
年
）
五
七
八
頁
。

（
26
）  

最
判
昭
和
三
八
年
四
月
一
六
日
・
民
集
一
七
巻
三
号
四
七
六
頁
（
日
本
医
師
会
雑
誌
事
件
）。 
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（
27
）  

中
丸
隆
「
名
誉
毀
損
の
成
否
」
竹
田
稔
＝
堀
部
政
男
編
『
新
・
裁
判
実
務
体
系
　
九
　
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
関
係
訴
訟
法
』（
青
林
書

院
、
二
〇
〇
一
年
）
六
頁
。

（
28
）  

東
京
地
方
裁
判
所
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
委
員
会
第
一
小
委
員
会
「
名
誉
毀
損
訴
訟
解
説
・
発
信
者
情
報
開
示
請
求
訴
訟
解
説
」
判
タ
一
三
六
〇
号

（
二
〇
一
二
年
）
九
頁
。

（
29
）  
山
地
修
「
名
誉
毀
損
の
損
害
額
の
算
定
に
つ
い
て

―
諸
外
国
の
状
況
の
実
証
的
分
析
」
判
タ
一
〇
五
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
五
頁
。

（
30
）  
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
伝
統
的
に
は
真
実
性
は
抗
弁
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
の
判
例
法
理
上
は
、
事
案
に
よ
っ
て
は
原
告
側
で
表
現
の
虚
偽
性

を
立
証
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は
こ
れ
が
厳
密
な
意
味
で
「
抗
弁
」
な
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
（D

an B. 
D
obbs, Paul T. H

ayden, Ellen M
. Bublick, TH

E LAW
 O
F TO

RTS 

〔2d ed. 2011

〕
§ 537

）、
同
書
を
含
め
、
一
般
的
な
教
科
書
も
真

実
を
抗
弁
と
分
類
し
て
い
る
（W

ILLIAM
 L. PRO

SSER, PRO
SSER &

  KEETO
N
 O
N
 TO
RTS 

§ 116 （5th ed. 1984

））。 

（
31
）  Restatem

ent （Second
） of Torts （1977

） Chapter 25; D
obbs, id, TO

PIC C.

（
32
）  Restatem

ent （Second
） of Torts （1977

） 

§ 581 A.

（
33
）  D

obbs, supra note 30, 
§ 538.

（
34
）  Restatem

ent （Second

） of Torts Chapter （1977

） 

§ 583.

（
35
）  Restatem

ent （Second

） of Torts Chapter （1977

） 

§ 585 -589.

（
36
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977
） 
§ 590, 590 A.

（
37
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977
） 
§ 592.

（
38
）  D

obbs, supra note 30, 

§ 544

に
よ
る
分
類
。

（
39
）  Id.

（
40
）  N

ew
 York Tim

es Co. v. Sullivan, 376 U. S. 254 （1964
）.

（
41
）  Curtis publishing Co. v. Butts, 388 U. S. 130 （1967

）.

（
42
）  Tim

e, Inc. v. H
ill, 385 U. S. 374 （1967

）.

（
43
）  PRO

SSER &
 KEETO

N, supra note 30, 

§ 115.

（
44
）  

「
特
権
」
は
本
来
被
告
に
立
証
責
任
が
あ
る
場
合
で
あ
る
と
こ
ろ
、
公
職
者
等
の
場
合
に
「
現
実
の
悪
意
」
の
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
課
さ
れ
て
い

る
の
は
原
告
で
あ
り
、
被
告
は
単
に
そ
の
反
射
的
に
責
任
の
成
立
が
制
限
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
特
権
と
い
う
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言
葉
を
用
い
る
と
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
特
権
と
い
う
表
現
を
用
い
な
い
も
の
も
あ
る
。Restatem

ent 

（Second

） of Torts  

（1977

） 

§ 580 A com
m
ent e.

（
45
）  PRO

SSER &
 KEETO

N, supra note 30, pp. 838.
（
46
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） Chapter 25 Topic 3.
（
47
）  D

obbs, supra note 30, 

§ 545.

（
48
）  Restatem

ent （Second

） of Torts

（1977

） 

§ 594; PRO
SSER &

 KEETO
N, supra note 30, pp. 825; D

obbs, supra note 30, 

§ 547.

（
49
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 595; PRO
SSER &

 KEETO
N, supra note 30,  pp. 826; D

obbs, id.

（
50
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 596; PRO
SSER &

 KEETO
N, supra note 30, pp. 828; D

obbs, id.

（
51
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 598; PRO
SSER &

 KEETO
N, supra note 30, pp. 830; D

obbs, supra note 30, 

§ 546.

（
52
）  PRO

SSER &
 KEETO

N, supra note 30, pp. 831.

（
53
）  PRO

SSER &
 KEETO

N, supra note 30, pp. 825.

（
54
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 611; PRO
SSER &

 KEETO
N, supra note 30, pp. 836; D

obbs, supra note 30, 

§ 548, 
549.

（
55
）  PRO

SSER &
 KEETO

N, supra note 30, pp. 825.

（
56
）  W

ashburn v. Lavoie, 437 F. 3d 84, 90 （C. A. D. C. 2006

）.

（
57
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977
） 
§ 594.

（
58
）  PRO

SSER &
 KEETO

N, supra note 30, pp. 825.

（
59
）  Restatem
ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 594 com
m
ent d, e, f.

（
60
）  Restatem
ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 594 com
m
ent i.

（
61
）  G
raziani v. Epic D

ata Corp., 305 F. Supp. 2d 1192, 1198 （D. Colo. 2004

）.

（
62
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 595.

（
63
）  PRO

SSER &
 KEETO

N, supra note 30, pp. 826.

（
64
）  Restatem

ent （Second

） of Torts 

§ 595 （1977

） com
m
ent d.

（
65
）  Restatem

ent （Second

） of Torts 

§ 595 （1977

） com
m
ent e, f.
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（
66
）  D

obbs, supra note 30, 

§ 547.

（
67
）  Craig v. M

 &
 O
 Agencies, Inc., 496 F. 3d 1047, 1061 （9th Cir. 2007

）.
（
68
）  W

right v. Southern M
ono H

osp. D
ist., 631 F. Supp. 1294, 1326 （E. D. Cal. 1986

）.
（
69
）  Erdberg v. Freem

an, 90 M
isc. 2d 797, 396 N. Y. S. 2d 315 （1977

）.
（
70
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 596.

（
71
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 596 com
m
ent c, d, e.

（
72
）  PRO

SSER &
 KEETO

N, supra note 30 pp. 830.

（
73
）  Id.

（
74
）  Segall v. Piazz, 1965, 46 M

isc. 2d 700, 260 N. Y. S. 2d 543 （1965

）.

（
75
）  Restatem

ent （Second
） of Torts （1977

） 

§ 598.

（
76
）  

幾
代
通
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
名
誉
毀
損
とFair Com

m
ent

―
事
実
の
真
実
性
証
明
に
関
し
て

―
」
末
延
三
次
先
生
還
暦
記
念
・
英

米
私
法
論
集
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
三
年
）
二
六
頁
。

（
77
）  G

ertz v. Robert W
elch, Inc., 418 U. S. 323 （1974

）.

（
78
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977
） 

§ 566.

（
79
）  PRO

SSER &
 KEETO

N, supra note 30, 
§ 113A.

（
80
）  PRO

SSER &
 KEETO

N, supra note 30, pp. 836.

（
81
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 611 com
m
ent a.

（
82
）  Restatem
ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 611 com
m
ent c.

（
83
）  Restatem
ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 594 com
m
ent b.

（
84
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 599 com
m
ent d.

（
85
）  D
obbs, supra note 30, 

§ 545.

（
86
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 600.

（
87
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 603.

（
88
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 604.
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（
89
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 605.

（
90
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

） 

§ 611.
（
91
）  Restatem

ent （Second

） of Torts （1977

）
§ 595, 597.

（
92
）  D

obbs, supra note 30, 

§ 547.
（
93
）  
最
大
判
昭
和
四
四
年
六
月
二
五
日
・
刑
集
二
三
巻
七
号
九
七
五
頁
（
夕
刊
和
歌
山
時
事
事
件
）。

（
94
）  
中
野
次
雄
『
逐
条
改
正
刑
法
の
研
究
』（
良
書
普
及
会
、
一
九
四
九
年
）
一
六
八
頁
。

（
95
）  

芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
〔
第
四
版
〕』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
一
六
五
頁
。

（
96
）  

最
判
昭
和
四
九
年
一
一
月
六
日
・
刑
集
二
八
巻
九
号
三
九
三
頁
（
猿
払
事
件
）。

（
97
）  

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
評
価
の
毀
損
が
ご
く
わ
ず
か
で
あ
れ
ば
「
社
会
的
評
価
の
低
下
」
自
体
が
否
定
さ
れ
る
た
め
、
加
害
者
側
で
の
正
当

化
（
違
法
性
阻
却
）
の
問
題
と
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
「
限
定
的
」
と
は
、
社
会
的
評
価
の
低
下
自
体
は
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
（
違
法
性
は
な

い
と
は
い
え
な
い
）
も
の
の
、
そ
の
程
度
が
さ
ほ
ど
強
度
で
は
な
い
場
合
で
あ
る
。

（
98
）  

最
判
昭
和
五
六
年
四
月
一
六
日
・
刑
集
三
五
巻
三
号
八
四
頁
。

（
99
）  

佃
克
彦
『
名
誉
毀
損
の
法
律
実
務
﹇
第
三
版
﹈』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
四
四
八
頁
。

（
100
）  

和
久
ほ
か
・
前
掲
注
（
5
）
四
九
頁
以
下
。

（
101
）  

建
部
・
前
掲
注
（
7
）
三
一
七
頁
。

（
102
）  

和
久
ほ
か
・
前
掲
注
（
5
）
六
〇
頁
。 

（
103
）  

東
京
高
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
七
日
金
法
二
一
一
三
号
五
四
頁
。
株
式
会
社
の
取
締
役
（
被
告
）
が
金
融
庁
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
等
の

関
係
各
所
に
対
し
て
送
付
し
た
文
書
に
、
代
表
取
締
役
（
原
告
）
を
批
判
す
る
内
容
（
原
告
が
被
告
の
反
対
を
押
し
切
り
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
契

約
し
た
と
か
、
原
告
が
十
分
な
検
討
を
せ
ず
に
設
備
投
資
を
行
っ
て
多
額
の
損
失
を
出
し
た
、
パ
ワ
ハ
ラ
や
セ
ク
ハ
ラ
を
容
認
し
た
、
な
ど
の
内

容
）
が
記
載
さ
れ
て
い
た
事
案
。

（
104
）  

和
久
ほ
か
・
前
掲
注
（
5
）
六
四
頁
注
四
五
。

（
105
）  

最
判
平
成
六
年
二
月
八
日
・
民
集
四
八
巻
二
号
一
四
九
頁
、
最
判
平
成
一
五
年
三
月
一
四
日
・
民
集
五
七
巻
三
号
二
二
九
頁
な
ど
。

（
106
）  

最
判
平
成
一
五
年
九
月
一
二
日
・
民
集
五
七
巻
八
号
九
七
三
頁
。

（
107
）  

大
阪
地
判
例
昭
和
四
七
年
五
月
二
四
日
・
労
判
一
五
五
号
五
三
頁
等
。「
労
働
組
合
の
情
宣
活
動
の
自
由
は
（
中
略
）、
時
と
場
合
に
よ
り
使
用
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者
の
不
正
行
為
な
り
不
誠
実
な
態
度
を
公
然
と
非
難
、
攻
撃
す
る
こ
と
も
当
然
許
さ
れ
」、「
こ
と
さ
ら
に
使
用
者
の
信
用
名
誉
を
害
す
る
意
図
の

み
に
発
し
た
り
、
単
な
る
噂
や
臆
測
に
基
づ
く
か
、
さ
ら
に
は
虚
偽
の
事
実
を
捏
造
し
た
り
す
る
よ
う
な
場
合
」
に
不
法
行
為
と
な
る
旨
判
断
す

る
な
ど
、
不
法
行
為
の
成
立
場
面
を
限
定
的
に
解
し
て
い
る
。

（
108
）  
た
と
え
ば
大
阪
高
判
昭
和
六
〇
年
二
月
二
六
日
・
判
時
一
一
六
二
号
七
三
頁
は
、「
訴
訟
に
お
け
る
主
張
立
証
行
為
は
、
…
…
訴
訟
に
お
け
る

正
当
な
弁
論
活
動
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
違
法
性
を
阻
却
」
さ
れ
、「
当
初
か
ら
相
手
方
当
事
者
の
名
誉
を
害
す
る
意
図
で
、
こ
と
さ
ら
虚
偽
の

事
実
又
は
当
該
事
件
と
何
ら
関
連
性
の
な
い
事
実
を
主
張
す
る
場
合
」
や
「
相
応
の
根
拠
も
な
い
ま
ま
に
、
訴
訟
遂
行
上
の
必
要
性
を
超
え
て
、

著
し
く
不
適
切
な
表
現
内
容
、
方
法
、
態
様
で
主
張
し
、
相
手
方
の
名
誉
を
著
し
く
害
す
る
場
合
」
な
ど
、「
社
会
的
に
許
容
さ
れ
る
べ
き
範
囲
、

程
度
を
超
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
に
不
法
行
為
と
な
る
旨
判
断
す
る
な
ど
、
不
法
行
為
の
成
立
場
面
を
限
定
的
に
解
し
て
い
る
。

（
109
）  

最
判
昭
和
六
一
年
六
月
一
一
日
・
民
集
四
〇
巻
四
号
八
七
二
頁
（
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
事
件
）。

（
110
）  

最
判
昭
和
五
六
年
四
月
一
六
日
・
刑
集
三
五
巻
三
号
八
四
頁
（
月
刊
ペ
ン
事
件
）。

（
111
）  

佃
・
前
掲
注
（
99
）
四
四
八
頁
。

土
平　

英
俊
（
つ
ち
ひ
ら
　
ひ
で
と
し
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
創
価
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
修
了

専
攻
領
域
　
　
民
法

主
要
著
作
　
　「
名
誉
毀
損
の
不
法
行
為
責
任
に
お
け
る
相
当
性
の
法
理
の
射
程
に
関
す
る
考
察
」

『
法
学
政
治
学
論
究
』
一
三
〇
号
（
二
〇
二
一
年
）


